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カ リュー ビーヤ県 ベ ンハ ー市 と

　　　　　　　　　　そ の周辺農 村 の事例 を 中心 に

大 塚 和 夫

Marriage Process among the Muslims of Lower Egypt

Kazuo OHTSUKA

   Some marriage customs of Middle Eastern  muslims are well-
known, although their images have sometimes been extremely 
exaggerated or distorted by the prejudice of "Orientalism". In 
this paper I describe the marriage process among the muslims of 
Lower Egypt, based mostly on my fieldwork conducted mainly 
in Benha city and some surrounding villages in the Qalyubiya 

governorate, in 1981-82. 
   The purpose of this paper is mainly to describe how the 

muslims conduct marriage negotiations and hold various kinds 
of rituals and ceremonies. Refering to some of the reliable 
ethnographies of Egypt, such as those by Lane, Ammar, Fakhouri 
and Wikan, I indicate some of the transformations that have 
occurred in marriage practices in Egypt from the early 19th 
century to the present. 

   The marriage process among the muslims of Lower Egypt 
today can be analyzed in terms of four  stages  : 

(1) The first stage starts with seeking for a partner and ends 
with the recitation of the first chapter of Quran  (al-fatiha) by 
some members of the two families, as a sign of agreement to the 
marriage. 

(2) The second stage is the shabka ceremony. The prospective 
bridegroom gives some golden goods, such as a finger ring, neck-
lace or earring to the prospective bride, as a token of the engage-
ment. 

(3) Then follows the most important ritual from the religious
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and the legal points of view. The bridegroom himself and the 

guardian of the bride (generally her father) together write a 
marriage contract  (`aqd al-qiran; in the colloquial katab  el-kitab) 
under the guidance of a  ma'dhun (a marrige  notary). The bride 
and groom become a legal couple, although this dose not mean 
the actual start of their new life, since some months or even years 
might be required to prepare new rooms and furniture for the 
couple. When they complete the preparation of their own 
residence, with the some financial help of their parents, the fourth 
and last ceremony of marriage will be held. 

(4) The final stage is known in standard Arabic as zifaf, and 
in the colloquial as dukhla. After that the couple effectively start 
a new life. 

   Describing the succession of the ceremonies, I refer to such 
significant events as the transaction of bridewealth (mahr), making 
a list of the furniture (`afsh) privately owned by the bride, an 
invitation to and a reception in the marriage feast  (farah), which 
may be held not only on the occasion of the dukhla but also as 
a part of the  shabka and the katab el-kitab ceremonies, special 
activities of the night of henna, and showing of the blood of the 
virgin to the people. The text of the sermon preached by the 

 ma'dhan on the occasion of the marriage contract is appended.

１． は じめに

２． 結婚のプロセス

１） 配偶者選択 か ら双方の合意まで

２） ファーテハ式

３） シャブカ式

４） 契約式

５） 床入 り式

６） 結婚式の後

３． 総 括

１． は じ め に

ムス リム （イス ラ ーム教 徒 ） 社 会 の結婚 に 関 して ，そ の 一般 的 特 徴 の い くつ か は よ

く知 られている。たとえば，通俗的読み物などに興味本位でとりあげられる１人の男

性が４人まで妻をもてることや男からの離婚宣告が容易なことなどは，その意味の解

釈や評価にはさまざまな議論があるが，確かにムス リム社会で今 日でも実際にみるこ

とのできる現象である。これほど一般的ではないが，ムス リムの結婚はカ トリック教

会のような 「秘蹟」ではな く 「契約」であること，ムス リムの男性は 「啓典の民 （ユ
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ダ ヤ， キ リス ト教 徒）」 と結 婚 可能 だ が ム ス リム女 性 は 異 教 徒 と結 婚 で きな い こ と，

結 婚 の必 要 条 件 と して 男 性 の側 か ら女 性 （の保 護 者） の側 ヘ マ フル （ｍａｈｒ１）婚 資 ）

が渡 され るこ と， な ど も中東 に 関心 を もつ 人 々 に は， 比較 的 よ く知 られ た こ とで あ る。

これ らは いず れ も， ム ス リム の社会 生 活 全 般 を 律 す る原 則 で あ る シ ャ リーア （ｓｈａｒｉ‘ａ

イ ス ラー ム法 ） に規定 さ れ て い る条 項 で あ る。 そ の他 ， 特 に 中東 で は， 慣行 と して父

方 平行 イ トコを主 とす るイ トコ婚 ・親 族 集 団 内婚 が選 好 され て い る こ とも社会 人 類 学

で は よ く指 摘 され て い る特 徴 的 な現 象 で あ る２）。

　 これ らの一 般 的 特 徴 は さて お き， で は実 際 に ム ス リムた ちは ， ど の よ うな儀 礼 的 ・

社 会 的 プ ロセ スを へ て結 婚 を お こな って い る の だ ろ うか 。 現在 ム ス リム の人 口 は ６億

と も ８億 とも いわ れ て お り， そ の大部 分 は北 ア フ リカの マ グ リブ地 方 か ら中東 ・イ ン

ド亜 大 陸 をへ て ，東 南 ア ジア大 陸 ・島 懊部 にま で至 る広 範 な 地域 に分 布 して い る。 こ

れ だ け の広 大 な地 域 で は ， 当然 の こ とな が ら， 自然 環 境 も相 当 に異 な っ て お り， そ し

て ， さま ざ ま な文 化 的 背 景 や歴 史 的 伝統 を にな った諸 民 族 が生 活 して い る。 した が っ

て ，彼 らの実 際 的 な 婚 姻 成 立 の過 程 は， ム ス リム で あ る限 りシ ャ リー ア に規 定 され た

大 枠 は遵 守 して い る と して も，細 部 を 眺 め れ ば微 妙 に異 な った 箇所 が か な り見 出 され

る もの と考 え られ る。

　 以 上 の よ うな展 望 の下 で ，小 稿 は筆 者 の エ ジプ ト留 学 中 ３）に お こな った フ ィ ール ド

ワ ー クの際 に 集 め た資 料 に も とづ き， 下 エ ジ プ ト （カ イ ロ以南 の ナ イ ル ・デ ル タ 地

域 ） の カ リュー ビー ヤ県 （ｍｕｂａｆａ４ａ）ベ ンハ ー市 （Ｂａｎｈａ，以 下 Ｂ市 ） とそ の周 辺 農

村 に おけ るム ス リム の結 婚 の成 立過 程 を 記述 し， この地 域 に おけ る婚 姻 の あ り方 の一

側 面 を 報 告 す る こ とを主 た る 目的 と した もの で あ る。 特 に， 結 婚 交渉 の 開始 か ら新 郎

・新 婦 の同 棲 に至 るまで の期 間 に，公 的 ・私 的 に催 され る さ ま ざま な儀 礼 とそれ に付

随 す る社会 的慣 行 を 中心 に論 を進 めた い。

　 調 査 の実 施 方 法 に つ い て もふ れ て お こ う。筆 者 はカ イ ロ市 北 方 約５０キ ロメ ー トル の

カ リュ ー ビー ヤ県 （以 下 ， Ｑ．県 ）Ｂ 市 （同 県 県庁 所 在 地 ，１９７６年 の人 口８８，８４５人） に，

１） 本 稿 の ア ラ ビァ語 の表 記 は，正 則 ア ラ ビア語 （ｆｕｓｈａ）の ア ル フ ァベ ッ ト順 に， ’，　ｂ，　ｔ，　ｔｈ，　ｊ，　ｂ，

ｋｈ，　ｄ，　ｄｈ，　ｒ，　ｚ，　ｓ，　ｓｈ，　Ｓ，　ｄ，　ｔ，４，‘，　ｇｈ，　ｆ，　ｑ，　ｋ，１，　ｍ，　ｎ，　ｈ，　ｗ，　ｙで あ り， 短 母 音 は ａ，　ｉ，　ｕ，長 母 音

は ａ，ｉ，ａ で表 す。 語 頭 のハ ムザ ，語 尾 の タ ー ・マ ル ブ ー タ は略 す が， 複 合語 の場 合 ， タ ー ・

マ ル ブー タ を “ｔ”で 表 記 した場 合 もあ る。 な お ，下 エ ジプ ト地 方 （シ ャル キー ヤ県 の一部 を 除

く） で は ， カ イ ロ方 言 に近 い 口語 （‘ａｍｍｉｙａ）が 使 わ れ て い る。 フスハ との主 な違 いは ，　 ｔｈ音

が ｔま た は ｓ音 に， ｊ音 が ｇ音 に，　ｑ 音 が ｇｌｏｔｔａｌ　ｓｔｏｐ に変 わ る こ とな どで あ る。

２）現 代 エ ジプ トにお ける ム ス リム の婚 姻 お よ び家 族 に関す る包 括 的議 論 は，Ｒｕｇｈ ［１９８４］を参

照 。 なお ， 下 エ ジ プ トの親 族 集 団 や父 方 平 行 イ トコ婚 に 関 す る議 論 は ， 拙 稿 ［大 塚 　 １９８３］を

参 照 。

３） エ ジ プ ト留 学 は， 文部 省 の 昭 和 ５５年 度 ア ジ ァ諸 国 等 派遣 留 学生 制 度 に よ って 可 能 にな った も

の で あ る。 エ ジプ ト滞 在 は１９８１年 ４月 か ら８２年 １１．月ま でで あ る。
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１９８１年 ６月 か ら翌 年 ６月 ま で アパ ー トを 借 りて 住 み こみ ，Ｂ 市 とそ の周 辺 農 村 の社 会

人 類 学 的 調査 を お こ な った 。結 婚 プ ロセス に関 す る デ ータ の収 集 は ，まず ，１３件 の “祝

宴 ” を と もな う “結 婚 式 ”　 　 シ ャブ カ式 ， 契約 式 ，床 入 り式 の いず れ か で あ り， そ

れ ぞ れ の規 定 は第 二 章 で お こな う　 　 に 出席 し， そ の一 部 も し くは全 体 を観 察 し， 聞

き書 きを お こ な っ た４）。 そ の 内訳 は， いず れ も ｑ 県 内 で あ り，Ｂ 市 が ６件 （シャブ カ

式 １件 ，契 約 式 １件 ， 契約 式 兼 床 入 り式 １件 ， 床 入 り式 ３件）， Ｂ 郡 （ｍ ａｒｋａｚ）Ｄ 村

で ２件 （いず れ も契約 式 兼 床 入 り式 ）， 同 じ く Ｂ郡 Ｂ村 （シャ ブ カ式兼 契 約 式 ），Ｍ Ｓ

村 （床 入 り式），Ｑ 郡 ＧＮ 村 （契 約 式 兼 床 入 り式），　Ｔ 郡 Ｓ村 （シャブ カ式 ），　Ｋ Ｓ郡

Ｓ村 （床 入 り式 ） が そ れ ぞれ １件 で あ る。 そ の他 ， Ｑ．県 の Ｂ郡 Ｗ 村 ，　Ｓ村 ，　ＫＧ 村 ，

同 じ くＴ 郡 ＫＩ村 で も， そ れ ぞ れ の村 に お け る 婚 姻 慣 習 の 聞 き書 きを お こな った 。

さ らに ， 下 エ ジ プ トの ム ヌー フ ィー ヤ県 （以 下 ， Ｍ ｕ 県） Ａ 村 ，　Ｂ 村 ， マ ンス ー ラ

県 （以 下 ， Ｍ ａ県 ） Ｄ 村 ， シャル キ ーヤ県 （以 下 ，　Ｓ 県） Ｓ村 ， お よ び 上 エ ジプ ト

（カ イ ロ市 以 南 の地 域 ） の フ ァイユ ーム県 （以 下 ， Ｆ 県 ） ＫＭ 村 の そ れ ぞ れ に 日帰 り

調 査 を お こな っ た折 に も，結 婚 を め ぐる資 料 を え た。 したが って ，以 下 で 紹 介 す る結

婚 プ ロセ ス の資 料 は， 特定 の事 例 を一 貫 して追 った も ので はな く，Ｂ 市 とそ の周 辺 農

村 で 集 め た 資料 を総 合 し， 同地 域 に お け る結 婚成 立 の一 般 的 過程 を叙 述 した も ので あ

る。 個 別 事 例 を時 間 経 過 に した が って記 述 して い く方 法 の もつ 具体 性 を欠 くき らい は

あ るが ， 本論 で もふ れ る よ う に，結 婚 プ ロ セス の 開始 か ら終 了 ま で に １年 以 上 か か る

こ と も多 い今 日 の下 エ ジプ トの 状況 で は ，一般 的 な結 婚 プ ロ セス の提 示 に も資 料 的 価

値 が あ る と思 わ れ る。

　 さ らに， これ ま で に刊 行 され た 欧文 の民 族 誌 ・人 類 学 的 報 告 の 中 で ， エ ジ プ トの ム

ス リム に み られ る結 婚 の具体 的 プ ロセ ス にふ れ た もの は さ ほ ど多 くな い こと も指摘 し

て お きた い。 主 だ った もの を あ げ る と， １９世 紀 前 半 の カ イ ロに 関 す る レイ ン ［ＬＡＮＥ

１９７８（１８３６）：１５９－１７５］，今 世 紀 前 半 の 上 エ ジ プ トを 扱 った ブ ラ ックマ ン ［ＢＬＡｃＫＭＡＮ

１９２７：９２－９５］， 革命 直 前 の上 エ ジ プ ト・ア ス ワ ン県 の 一 村 落 に ふ れ た ア ン マ ー ル

［ＡＭＭＡＲ　１９７３（１９６６）：１９２－１９９］，革 命 直 後 に 下 エ ジ プ ト・ム ヌ ー フ ィー ヤ県 Ｓ村 に

設 置 され た “ア ラ ブ諸 国基 礎 教 育 セ ンタ ー”に拠 り Ｓ村 の調 査 を した ベ ル ク ［ＢＥＲｇＵＥ

ｌ９５７：４２－４４ユ， １９６０年 代 の カイ ロ 近 郊 村 を 対 象 に し た フ ァ フー ウー ［ＦＡＫＨｏｕＲＩ

１９７２：６３－７０ユ， さ らに １９６０年代 か ら７０年 代 に か けて の カ イ Ｐ庶 民 を論 じた ヴ ィカ ン

４）使用言語はア ラビア語 口語 （アン ミーヤ）の下 エジプ ト方言である。ただ し， これにも都市

　 と農村， 中 ・高学歴者 と農民 との間には語彙 ・表現上の相違があ り，また， しばしば正則 アラ

　 ビア語 がま じる筆者の表現 と農民た ちのアン ミーヤとの間には，意志の疎通を欠 くこともあ っ

　 た。 そのため， 常に筆者 と同道 して いた Ｂ市在住の大卒者 ＳＡ氏 もし くは ＮＨ 氏が， 筆者 と

　 農民との間の “通訳” となることも多か った。
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［Ｗ ＩＫＡＮ　 ｌ９８０：８２－８５］な どで あ る。 そ の他 ， ア テ ィ ヤが集 め た ５人 の エ ジプ ト女

性 の ライ フ ・ヒス トリー ［ＡＴＩＹＡ　 ｌ９８２］，ル ーの カ イ ロを 中 心 と した現 代 家族 の 実態

調 査 研究 ［ＲＵＧＨ　 ｌ９８４］な ど に も参 考 とな る資 料 が あ る。 ま た ， ア ラビ ア語 で著 わ

された ア ミー ンの 『エ ジプ ト慣 習辞 典』 ［ＡＭＩＮ　 ｌ９５３］ の い くつ か の項 目 に も興 味 深

い記 事 が み られ る。

　 だ が ， これ らの研 究 は， そ れ ぞ れ民 族誌 的 報告 や家 族 研 究 な どを主 要 目的 と して著

わ され た もの で あ り， した が って ，結 婚 の プ ロセ ス の記 述 に は， そ の ほん の一 部 しか

さか れ て いな い。 その 点 にお い て ，小 稿 は基 礎 的資 料 の提 供 と して ， エ ジ プ ト人 ム ス

リムの 社会 人 類 学 的 研 究 へ の一 つ の寄 与 と もな る もの と思 え る。

　 もと よ り， エ ジ プ トのよ うな歴 史 的社 会 で は，結 婚 の成 立 過 程 も， 時代 ・地 域 によ

って 異 な り， さ らに ，階層 差 に よ る相 違 も無 視 す るわ け に いか な い だ ろ う。 そ こで ，

小 稿 で は記 述 説 明 を進 め るか た わ ら，上述 の諸 著 作 を必 要 に応 じて参 照 し， エ ジプ ト

の結 婚 プ ロセ ス の歴 史 的 変化 と地 域 的 変 差 の重 要 な い くつ か の 点 に もふ れ た い 。

２． 結 婚 の プ ロセ ス

Ｂ 市 とそ の 周辺 農 村 に お け るム ス リムの結 婚 プ ロセ ス は， 一般 に次 の ６つ の 段 階 に

分 け る こ とが で き ると思 わ れ る。

　 （１） 結 婚相 手 の選 択 か ら双 方 の合 意 ま で

　 （２） 双 方 が結 婚 の細 則 を話 しあ い， そ こで の 意見 の一 致 を 確認 す る た め コー ラ ン第

　 　 １章 （フ ァー テハ 章 ，ａ１－ｆａｔｉ　ｈａ） を唱 え る式 。 以 下 で は ， フ ァ ーテ ハ式 と よぶ 。

　 （３） “婚 約 ｋｈｕｔＵｂａ また は ｋｈｉｔｂａ” を記 念 した 指 輪等 の贈 物 （シャ ブカ，ｓｈａｂｋａ）

　 　 の贈 呈 式 。以 下 ， シ ャブ カ式 とよぶ 。

　 （４） 結 婚 契約 書 へ の署 名 式 。正 則 ア ラ ビア語 で は ，‘ａｑｄ　ａｌ・ｑｉｒａｎ，エ ジ プ ト方 言 で

　 　 は ｋａｔａｂ　ｅ１－ｋｉｔａｂ と いわ れ て い る。以 下 ，契 約 式 と よぶ 。

　 （５） 新 郎 ・新 婦 が 同棲 を始 め る た めの 式 。 正 則 ア ラ ビ ア 語 で は ｚｉｆａｆ， 方 言 で は

　 　 ｄｕｋｈｌａ と いわ れ て い る。 以 下 ，床 入 り式 と よぶ 。

　 （６） そ の後 お こな わ れ る儀 式 的 な贈 答 や 親 族 ， 隣…人 ，友 人 らの訪 問 。主 な も の と し

　 　 て ， 床 入 り翌 日の サバ ー ヒーヤ （§ａｂａｂｉｙａ）と一 週 間 後 の ス ブ ー ア （ｓｕｂｉｔＣ）が あ

　 　 る。

　 以 下 で は， この順 に記 述 を 進 め ， そ の過 程 で み られ る い くつ か の重 要 な 出来 事 に も

説 明 を くわ え て い こ う。
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１）　配偶者選択か ら双方の合意まで

　下エジプ トを含む中東ムスリム社会全般において，インセス トとみなされる範囲は

非常に狭い。それはシャリーアの規定によるものであり，インセス トとされるのは，

親子キョウダィ間の他に，第一次的なオジ ・メイ，オバ ・メイの間， さらに男 性を

ｅｇｏとして妻の母，妻の先夫との間に生まれた娘，乳姉妹，妻の姉妹などとの問の性

的関係である。その一方で，いわゆる父方平行イ トコを代表 とするイ トコ婚や親族集

団内婚の選好傾向がみられる ［大塚　１９８３］。

　すなわち，下エジプ トで配偶者として選択 しうる範囲は，インセス ト範囲が狭小で

あるために，論理的可能性 としては非常に広い。 しかしながら，イ トコ婚や親族集団

内婚の選好も根強 くみられるために，特にそのような傾向の強い村落部の有力なアー

イラ （‘ａ’ｉｌａ，大家族）では，実際上，配偶者選択の幅はかなり限定される傾向にある。

　内婚選好の極端な場合には，兄弟同士がさまざまな理由から，子供たちがまだ幼児

のうちに，次節で詳述するファーテハ式をおこない，形式上の “結婚の約束”をする

場合もある。このようにして本入たちも知らないうちに “婚約” した幼い ２人を “約

束 された者たち （ｍＵ‘Ｕｄｉｎ）” とよぶ。いうまでもなく，彼 らの正式な結婚は，エジプ

トの法律で定められた年齢 （男１８才，女１６才）までまたねばならない。 しかし，それ

以前であっても，少女が妊娠可能な年頃になれば，医者を買収 して年齢証明書を偽造

してもらい，正式に契約 と床入 りの式をすませ，結婚させる場合もあるとの噂 もある。

　 このような一部のごく親 しい親族同士の場合を除いて，配偶者選択から結婚の合意

までにはいくつかのプロセスがあり，何人かの媒介者をたてなければならない。 ここ

で特に記 しておかなければならないのは，Ｂ市 とその周辺では，今日でも配偶者選択

は，一般的に，結婚当事者 （青年，娘） 自身ではなく，その親たちがおこなうもので

あると考えられている事実である。確かに，近年では，特に都会に住む高等教育をう

けた青年が，自分の意志で好ましい娘を選び，その後に自分の親 と相談するヶ一スも

増えつつある。 しか し，その場合でも，最終的には自分の親を媒介にして相手の親に

結婚の申し込みをするというプロセスをへなければならないのである。そ して，娘の

側でそのような主導権をとる例はまった く稀であり，特に農村地域では皆無といえよ

う。

　 いずれにせよ，結婚の打診 は，青年 もしくは彼の親族の側か ら切 りだすのが当然視

されている。その場合，Ｂ市の一部などでは青年が直接に娘の父に話 しにいくことも

おこりうるが，一般的には，彼の父または兄やオジなどが相手の意向を尋ねる形をと

る。双方の家族がそれまで ほとんど交渉がなかったような時には，第三者の仲介 者
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（ｗａｓＩの をたてることもある。 これは，それとな く間接的にさぐりを入れるのと同時

に，万一断わられた場合も，青年およびその家族の面子が直接的に傷つかないように

という配慮も含まれている。

　なお，最近刊行された中東地域の婚姻をめ ぐるいくつかの研究では，配偶者選択過

程における女性 （当事者の母，姉，オバなど）のはたす役割の重要性が指摘されてい

る５）。 公式的な結婚の申し込みには男性がたたねばならないが，それ以前の内輪での

候補者選択や選ばれた者に関する情報収集の際に，年長の女性たちのネットワークが

有効 に活用され，家族内部での決定に大 きな影響を与えているというのである。一般

に，名誉 ・恥辱に敏感な中東社会では， たとえ意向打診の段階でも，“男性”が介入

すればなかば公式的なプロポーズとなり，万一交渉が不調に終わった時には，双方の

当事者の名誉 ・恥辱にも関連 してくることから，まった く非公式的な，いわば水面下

における女性の活動は，その意味でも重宝なものとされているのである。筆者の調査

の際にも，あるインフォーマント （Ｓ県 Ｓ村） は，交渉の仲介者の役割をはたすのは

青年の父方もしくは母方オバであり，彼の父はもとより母もこのごく初期の段階では

登場 しないと述べた。 また，別のインフォーマント （Ｑ，県 Ｂ郡 Ｂ村）によれば， 同

村ではふつう青年が娘を見初めた場合にまず打ち明けるのは母親であり，それから彼

女が夫すなわち青年の父に話 しをする手続きをふむという。

　 ともあれ，公式的な交渉は，青年とその家族の側が主導権をとって開始される。娘

の家でおこなわれる正式な結婚申し込みの場に臨むのは，青年の父 （彼が死亡してい

る場合にはオジや兄などの父親がわりの人物）と娘の父 （もしくはその代理人）であ

る。多くの場合，青年自身 も父と同道するが，村によっては，青年が立ち会わない所

（Ｓ県 Ｓ村） もあり，一方，彼の母が一緒に行 く所 （Ｍａ県 Ｄ村，　Ｍ ｕ県 Ｂ村） も

ある。

　 事前の根回しが充分な場合には，その席で結婚が合意され，ただちに次節でふれる

ファーテハ式に移行することもある。 しか し，多 くの場合，娘の父は返事を一週間ほ

ど待 ってほしいと頼みこむ。青年側は再度の訪問を確認 し，その日はそれでひきさが

る。

　 一週間ほどの猶予期間中，娘の親や親族は懸命になって青年に関する情報を集める。

もっとも重視されるのは，彼の家柄やその評判であり，その他，彼自身の人柄や評判，

学歴や職業 （経済力）なども，さまざまな経路から徹底的に調べられる （いうまでも

なく，青年の側も娘の側に関するこれらの情報を充分に収集 した後に，申し込みに赴

５） Ｂｏｕｒｄｉｅｕ　［１９７７］や Ｒｏｓｅｎ ［１９７８】を 参 照 。
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いたのである）。 近親者もまじえた話 し合いの結果，好ましい結婚であると判断した

なら，青年側の再訪問の際にその旨の返答をし，その場でファーテハ章を唱えるか，

それともそれをおこなう日取 りを定める。後者の場合，ファーテハ式は，ふつう，一

週間以内に実施される６）。

　なお，娘の側が不同意の時には，彼女の父は娩曲に申し込みを断わることになる。

つまり，決 して相手 （青年）の側の “落度”や問題点を指摘せずに，自分たちの側の

理由をあげる。たとえば，娘は若すぎる，学業の途中である，親族 に不幸があり服喪

中である，父方イ トコ （すなわち，理念的結婚相手とされる父の兄弟の息子）と婚約

している等々である。 もちろん，断わる真の理由はそれとは別のところにあり，多 く

は青年およびその家族の問題であるということは，当事者たちはもとより，周囲の人

々も充分に推測 しうるのである。

２） フ ァ ー テ ハ 式

　 全 体 で１１４章 あ る コー ラ ンの 冒頭 に あ る フ ァ ーテ ハ （開 端 ）章 は ，わ ず か ７節 の短 い

もの で あ る が， ムス リム の 日 々 の生 活 に と って 非常 に重 要 な もの で あ る。 な に よ り も，

礼拝 の た び ご と に こ の章 は唱 え られな けれ ば な らず ， そ の他 ，会 議 の開 会 ， 契 約 の締

結 な どの場 面 で も頻 繁 に口 に さ れ る章 で あ る。 そ して，結 婚 の合 意 も，フ ァー テハ 章 を

唱 え る こ とに よ っ て ，単 な る口約 束 か らムス リム と して の約 束 へ と変 わ るの で あ る。

　 フ ァー テハ 章 を唱 え るの は ， 当然 な が ら娘 の家 で あ る。 青 年 側 の人 々 が彼 女 の家 を

訪 問 し， そ こで お こ な うの で あ る。 出席 す るの は ，青 年 側 か ら， 彼 の父 を は じめ， 青

年 本 人 ， そ の オ ジ （父 方 ，母 方 を問 わ ず），兄 な どで あ り，娘 側 か ら， 彼 女 の父 ， オ

ジ， 兄 な ど で あ る。 ２人 の母 親 が加 わ る こ と も多 い。 だ が ， Ｍ ｕ県 Ａ 村 の よ うに男

性 だ け に限定 さ れ る こと も あ る。 い ず れ にせ よ， 一般 に ， フ ァーテ ハ 式 は 青年 と娘 の

近 親 のみ で お こな わ れ る， いわ ば私 的 な 集 ま りで あ る。 そ の 点 で ，多 数 の客 人 を招 待

す る祝 宴 （ｆａｒａｈ，次 節 で 詳述 ） とは異 な る？）。

６）ヴ ィカ ン ［ＷＩＫＡＮ　 １９８０：８２］によれば， １９７０年前後のカイロ庶民地区では，青年 と娘の後

見人 との間の結婚の “合意” （ｉｔｔｉｆａｑ）とフ ァーテハ章を講む機会 は， ２～ ７日ほど離れてい る。

そ して，“合意”の際に，シャブカやマフルの額 も定 められるという。そこで，彼女 は，“合意”

と （小稿でい うところの）“フ ァーテハ式” とは別個 の ２段 階と考えている。 しか し， 筆者 の

聞 き取 りの限 りにおいては，Ｂ市 とその周辺では，結婚の合意 とフ ァーテハ式 とが必ず しも別

の 日でなければな らない ということはなか った。

７）筆者はフ ァーテハ式に出席す る機会 をもたなか った。なお，第一章にも記 したよ うに，筆者

の出席 した “祝宴” は，すべて シャブカ式，契約式，床入 り式のいずれかであ る。ただ し，聞

き書 きにおいて，Ｑ．県 ＫＳ郡 Ｓ村で， ファーテハ式 とシャブカ式を兼ねて 祝宴を開いた とい

うものがあ った。また，Ｍｕ県 Ｂ村では，ファーテハ式単独で， も しくは シャブカ式 と組み合

わせて祝宴 を催す ことが慣習であるとい う。
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　 当事 者 で あ る娘 は， この集 会 に出席 しな い。 ただ し，慣 習 と して ， 列席 して い る人

々 に紅 茶 や コー ヒー を配 る時 に，彼 女 は応 接 間 に入 る８）。 これ は ， いわ ば彼 女 を 青 年

の家族 に “紹 介 ” す る機 会 な の で あ る。 娘 はほ とん ど 口を きか ず に将 来 の夫 とそ の家

族 に紅 茶 ・コー ヒーを給 仕 して ，た だ ちに そ の場 か ら退 く。 客 人 の側 もむ や み な質 問

を した りは しな い。 青 年 の父 ・オ ジ に と って は ， これ が 彼女 の姿 を初 めて見 る機 会 で

あ る こ と も多 い。’

　 この フ ァー テハ 式 で も っ と も重 要 な こ とが らは ，結 婚 の 具体 案 を話 し合 い，練 り上

げ， 大枠 を決 定 す る こ とで あ る。 主 要 な協 議 事 項 と して ，青 年 側 が娘 側 に贈 るマ フル

（ｍ ａｈｒ婚 資） およ び金 製 指 輪 等 （シ ャブ カ ｓｈａｂｋａ） の金 額 ， そ れ か ら今 後 の お お ま

か な 日程 の設 定 で あ る。

　 イス ラー ム に お いて ， マ フ ル な しの婚姻 は合 法 的 な もの とは み な され な い９》。 そ し

て ， マ フル に は ２つ の種類 が あ る。 前 マ フル （ｍ ａｈｒ　ｍｕｑａｄｄａｍ）と後 マ フル （ｍａｈｒ

ｍｕ’ａｋｈｋｈａｒ）で あ る。前 マ フ ル は，結 婚 契 約 の前 後 に支 払 わ れ る もの で ，受 け 取 った

嫁 側 は，一 般 に， それ と同程 度 の現 金 を足 して ， 新 居 用 の 家財 道 具 （ア フ シ ュ ‘ａｆｓｈ）

を購 入 す る （この点 は第 五 節 で ふ れ る）。 一 方 ， 後 マ フル は結婚 時 に支 払 わ れ る もの

で は な く，反 対 に ，結 婚 生 活 が失 敗 し両 者 が 離婚 して か ら， 前夫 か ら前 妻 へ渡 され る

べ きも のな の で あ る。 当然 予想 され うる こ とな が ら，離 別 後 の 後 マ フル支 払 い交 渉 は

難 し く， 前 妻側 の 男性 親 族 が 有 力 で な い と， 実行 され ず に適 当に ごま か され る こ と も

多 い と い う。 だ が ，実 際 に は ど うで あ れ， 結婚 契 約 の際 に は， ２種 類 の マ フル の金 額

を正 式 に記 入 した契 約 書 に署 名 しな けれ ばな らな い の で あ る１０）。

　 協 議 され るの はマ フル の額 だ けで は な い。 シ ャ ブカ と総 称 され る婚 約 用 の指 輪 ・腕

輪 ・首 飾 りな どの購 入 金 額 も話 し合 わ れ る。 これ らはふ つ う金製 の もの で あ り， した

が って数 や 重 量 が多 いほ ど値 が は る こ とに な る。 後 ほ ど詳 述 す る よ う に，前 マ フル を

８） エジプ トの平均的家屋 は，戸口に接 した部屋が応接間 として用い られて いる。ご く親 しい友

　人を除いて，客人がそれよ り奥へ入る ことは不作法 とみ られる。 さらに，客人が男性の場合，

　主人の妻を含む思春期以降の女性 が，応接間 に立入 ることを禁ず る家庭 も多い。紅茶等を接待

　す る時には，女性はその用意を して応接間の戸をノ ックする。その合図で主人が立 ち上が り，

　戸を開けて紅茶を受け取 る。その間，女性 は戸の陰に隠れて，客人に顔をみせない。特に都市

　の保守的家庭や農村では， この慣行が根強い。 したが って，フ ァーテハ式 における娘みずか ら

　の給仕は，通常の慣習か らみれば，ま った く異例のことなのであ る。

９） コー ランには次のような章句がある。「そ して （結婚 にさい して は）女 にマハ ［フ］ルを贈 り

　物と して与えなさい。」（第 ４章第 ４節，日本ムス リム協会版 の訳）ア ラビア語 原文では，ｓａｄｕｑａ

　 という語が使 われているが， この語 は同語根 の ｓａｄａｑとい う語な どと共 に，　ｍａｈｒと同義であ
　 る。

１０）ただ し，ここで書 きこまれる金額 は，後述のマーズー ン （結婚登録人）への支払 いや結婚登

　録料一 これ らは登録されたマフルの額によって決定 され る一 を一定額 にお さえるために，

　実際 に手渡される額よ りも低い額が記入され ることもある。
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資金の一部として購入 した家財道具 （アフシュ） と同様に，シャブカとして贈 られた

指輪類の所有権は，結婚後も完全に妻の私的なものとなる。すなわち，ファーテハ式

の段階で，マフルとシャブカという，婿から嫁へ贈 られる財の金額が決定されるので

ある。なお，その金額は，青年 とその親との経済的能力や社会的威信などの要因によ

って左右され，地域や階層 によってかなりの相違がある。ちなみに，Ｂ市では新郎が

富裕もしくは高学歴の場合には前マフルはおよそ１，０００～２，０００エジプ ト・ポンドであ

った。周辺農村の一般的農民層では２００～５００エジプ ト・ポンドといわれていた１１）。な

お，後マフルの額は，前マフルの半額かそれ以下である。シャブカの金額は，一般 に

前マフルの半額以下である。そして，シャブカの中には指輪を必ず含めなければなら

ないが，その他の品目の質 と量 とは，マフルの場合 と同様に，当事者の事情によって

かなりの相違がみられる。

　ファーテハ式の際に決定されるもう一つ重要な事項は，今後の式のおおまかな日程

である。本章の冒頭にも記 したように，ファーテハ式の後，結婚が完遂されるまでに

は，シャブカ，契約，床入りの ３つの式をおこなわなければならない。これらは，各

々別個におこなうことも，合わせて同日におこなうことも，さらに前か後の２つを組み

合わせ ２回に分けておこなうことも可能なのである。そして，その度に，祝宴 （ｆａｒａｂ）

をはるのが一般的である。祝宴開催は多大な出費となるため，２人の当事者とその家

族の経済的 ・社会的事情に応じて，その回数は決定される。第一章で記 しておいたよ

うに，筆者の観察した範囲では，シャブカと契約または契約 と床入りを合わせた祝宴

が５件，単独でおこなわれたものが８件あった。祝宴を２回 もつ場合，どちらか一方

を盛大におこない，もう一方を親族や近 しい隣人 ・友人などで小規模におこなうとい

うやり方もある１２）。なお，一般にイスラームの祭日 （断食月明け祭りと犠牲祭）や預

言者 ・聖者の生誕祭 （ｍａｗｌｉｄ）などの機会が祝宴を催すのにふさわ しい日と考えられ

ている。また，平常の時は，休日の前夜すなわち木曜日の夜に開かれるのが多い。い

ずれにせよ，それらの進め方の大枠が，ファーテハ式の際に話 し合われ，決定され る

のである。

１１） １エ ジプ ト・ポン ドは，１９８１～８２年時点で３００円弱であった。 ちなみに， Ｂ 市の仕 立て屋で

　１９５７年に結婚 した男性 の話 しでは，彼の前 マフルは１００エジプ ト・ポ ンド， シャブカは ２０エジ

　プ ト・ポ ンドであった とい う。

１２） ｑ 郡 ＧＮ 村 出身で，現在 Ｂ市 に住む英語の指導主事の話 しによる と， 契約式の時にも祝宴

　を催すのは “都会風” との ことである。後にふれるように，かつて は契約 と床入 りはせ いぜい

　一週間程度の間隔であ り，その間は連夜祝宴が くりひろげ られて いた こと，および， シャブカ

　式 も案外最近 のもの と推測 される ことを考えると，彼 の発言 も理解 しやすい ものになるか もし

　れない。つま り， シャブカ式 と契約式にそれぞれ祝宴をもつよ うにな ったのは，近年 の ことで

　あるかもしれないのである。
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　 ところで，１９世紀前半のカイロに暮 らしたレイン，１９５２年革命直前の上エジプ ト農

村を調査 したアンマールの報告を読むと，いずれの場合にも，結婚式 として記述 さ

れているのは主に小稿でいうところの契約と床入りで あり，その問隔は， ８～１０日

［ＬＡＮＥ　ｌ９７８：１６５］，２週間 ［ＡＭＭＡＲ　 ｌ９７３：１９４］であった。 一方，ナセル時代の

カイロ近郊村では，契約から床入りまでの期間は数日か ら数カ月のばらつきがあった

という ［ＦＡＫＨＯＵＲＩ　ｌ９７２：６６］。

　 これらの報告と比較 して，もっとも目につ くのは，今日の下エジプ トでファーテハ

式から床入り式を終えるまでの期間の長さである。筆者の知りえたファーテハ （シャ

ブカ）式か ら床入り式までの日程の例を表 １にまとめた。これから判明することは，

結婚の全プロセスが完了するまで半年から数年かかるのが，現在ではまった くありふ

れた現象であるということである。その理由として，特に青年たちがあげるのは，マ

フルを含む結婚費用の増大 とそれに追いつかない給料のギャップである。これは特に

国策上賃金が低 く抑えられている公務員層に顕ｉ著な不満である。学歴が低 く，文盲も

少なぐない職人層や７０年代初頭以降の門戸開放 （ｉｎｆｉｔａｂ）政策の波に乗った商人層が

比較的高い収入をえているのに対 し，かなりの教育投資をした高学歴層は，投資の割

に合わないほどの低賃金 に抑制されている。高卒 ・大卒 という社会的威信の高さに比

して，それにふさわ しい （と彼 らが思っている）経済的基盤を提供 されていない彼 ら

表 １ 結 婚 式 日 程 の 例

新郎の居住地

職 業

Ｂ 市

公 務 員

Ｂ 郡 Ｂ 村

土木監督見習

Ｂ郡 ＭＳ村

学 校 職 員

カ イ ロ 市

不 明

ＫＳ 郡 Ｓ 村

教 員

フ ァー テハ

７８年秋 ごろ

？
・

８１・ ３・ ５

？
・

シャブカ

７９年春 ごろ

契 約

８０・ ７・３０

＊８１・ ８・ ２

８１・ ６・ ３

床 入 り

＊８１・　９●１７

兵 役 後
（２年後 ？）

＊８１●　９．２９

＊８１・１０・２２

☆８１年 ８月ごろ

＊８２・　３・１８

８２・ ４・１６
＊８２・ ６。 ６

通算期 間

３ 年

２年以上

（？）

半 年

半年以上

１０ カ 月

・すべて ｑ 県内でお こなわれた祝宴

・数字 は年 （西暦） ・月 ・日の順

・＊は筆者が観察 した もの

・☆ の場合， ファーテハ式とシャブカ式が一緒 にな って いるが， これは ｑ

県内で は， この例の他 に観察 したことも，聞き書 きしたこともなかった。

なお，これが，この村の慣行か，それ ともこのケースだけの特異例 なのか

は不明。
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の 屈 折 した憤 癒 は，今 日の エ ジプ ト社会 の不 安 定 要 素 の 一 つ とな っ て い る１３）。 た とえ

ば前 マ フル の平 均 額 は， 大 卒 で教 職 につ いた者 の初 任 給 の およ そ２５～ ５０カ 月分 とい う

彪 大 な 額 に の ぼ って お り，青 年 た ちは親 が 富 裕 で な い限 り， 副業 や産 油 国 へ の 出稼 ぎ

とい った特 別 な手 段 にで も頼 らな け れ ば， と うて い手 にす る こ とは不 可 能 な 金 額 で あ

る。 この よ うな多 額 の結 婚資 金 を獲 得 す るた め に ，今 日で は 結 婚 の約 束 か ら そ の 実

現 ま で の期 間 が 長 期 に わ た って い る。 多 くの青 年 た ち は こ の よ う に説 明 す るの で あ

る。

　 も ち ろん ， これ は “一 つ の ”説 明 にす ぎな い。現 に ，門 戸 開放 政 策 直 前 の カイ ロ庶

民 街 を 調査 した ヴ ィ カ ンは， コー トシ ップ と婚 姻 の 「全 過 程 は ，ふ つ う ２～ ３年 間 に

わ た って い る。 １年 間 な ら最 短 の場 合 とみ られ て い る」 ［Ｗ ＩＫＡＮ　 Ｉ９８０：８２］ と 述 べ

て い る。 レイ ン， ア ンマ ール ， フ ァー リー， ヴ ィカ ンそ して本 報 告 と並 べ て み る と，

確 か に結 婚 プ ロ セ ス の期 間 が延 長 して い る さま が看 取 で き る。 この 問題 は， エ ジプ ト

近 代 史全 般 と絡 め て論 ず るべ き もの で あろ う。

　 さて ， フ ァー テハ 式 に戻 れ ば ， マ フル 等 の 金 額 お よ び式 の 日程 の大 枠 の設 定 が ， ２

つ の重 要 な協 議 事 項 で あ った 。地 域 や 当事 者 た ちの意 向 に応 じ， これ らの協 議 を 終 え

て か らフ ァー テハ 章 を唱 え る と ころ もあれ ば， 逆 に フ ァー テハ 章 を 唱え て か ら話 し合

い に入 る と ころ もあ る。 な お， フ ァー テハ 章 の 唱 え方 は ，そ の 場 にい る全 員 が そ れ ぞ

れ 小 声 で 唱 え る の で あ り，全 体 で一 斉 に声 を あ わせ て唱 え た り， ま して や ， 専 門 の コ

ー一一ラ ン論 み （ｍｕｑｒｉ）を 雇 った りす る ので は な い。

　 フ ァーテ ハ式 を終 え た段 階 で ，少 な く とも双 方 の家 族 の間 で は， ２人 の結 婚 の約束

が と りか わ さ れ た こ とに な る。青 年 と娘 は， 親 ・キ ョウ ダ イや事 情 を知 った親 族 ・友

人 た ちか ら，一 応 “婚 約 ” した とみ な され るの で あ る。 だか らとい って ，将 来 を 約束

され た 者 た ち と して ， ２人 が 一緒 に行 動 す る 自由 が周 囲 か ら認 め られ た こ とに はな ら

な い。 む しろ ， フ ァー テハ 式 を終 え て も， さ らには シ ャブ カ式 や契 約 式 を す ま せ て も，

最 後 の床 入 り式 を完 了 す るま で は ， ２人 だ けで 一室 で時 をす ご した り， さ らに は共 に

外 出 した りす る こ とを好 ま し く思 わ な い風 潮 が 根 強 く存 在 す る。 フ ァー テハ 式 の後 ，

青 年 は娘 と会 うべ きで は な い と い う地 域 もあ り， そ れ が 許 され る場合 で も，必 ず 親 や

キ ョ ウダ イが 同席 す る の が慣 習 で あ る。 ま た， 新居 の家 具 選 び な どで遠 出す る場 合 も，

娘 の側 の弟 や姉 妹 が 同道 す るの が好 ま しい とされ て い る。

１３） いわ ゆ る イス ラー ム復 興 運 動 の社 会 的母 胎 お よ び支 持 層 も， 近 代 教育 を うけ た エ リー ト （予

　備 ） 層 で あ る。 Ｉｂｒａｈｉｍ ［１９８０］，　Ａｎｓａｒｉ［１９８４］な どを参 照 。
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３） シ ャ ブ カ 式

　 シャブカとは口語表現であり，正則アラビア語では，ｋｈｕ垣ｂａすなわち“婚約”の

ための式とよばれている。それは，男性から女性への金製装身具一 指輪，腕輪，首

飾 り，耳飾り，など一 を贈る機会である。その金の純度，装身具の数や重さは，す

でに述べたように，ファーテハ式の際に決定されたものである。 これ らの装身具の中

でもっとも重要なのは指輪 （ｄｉｂｌａ）であり，青年は２個購入し，それぞれに２人の名

前 と式の日付けを彫 りこむ。そして，式に臨んで，２人はおたがいの右手の薬指にそ

れをはめ，床入り式の後に左手の薬指に移す。指輪以外の装身具はすべて娘用のもの

であり，彼女の私的所有物 となる。

　 ところで，男性が女性の金製装身具を贈る慣習は，アラブでは古 くからのものであ

るが，指輪の交換などはどうであろうか。祝宴の際に花嫁が着る衣装が，圧倒的に西

洋風のウェディング ・ドレスであることと同様に１４），この慣習も案外 ヨーロッパの影

響下に近年になって成立 したものかもしれない。この点で興味深い事実は，詳細なレ

インおよびアンマールの報告において，結婚式とよばれているのは契約式 と床入り式

とであり，シャブカやそれに類する式の記述がみあた らないことである。第一章であ

写真 １　 シャブカ式 （９ 県 Ｔ郡 Ｓ村）

１４）筆者が眼に した１３件の結婚式の際，花嫁 はすべて西洋風 ウェデ ィング ・ドレスをまとってい

　た。男性の方 も背広上下 スタ イルであったが，農民の中には伝統 的なガ ラビー ヤ服 をつけた花

婿 もいた （Ｂ郡 Ｄ 村 。ただ し，第五節でふれ る処女証明をおこな ったのとは別のカ ップル）。

　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 ２８５
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げた 文 献 中 ，“シ ャブ カ”の記 載 の あ るの は，ま ず ア ミー ンの１９５３年 に刊 行 され た 『エ

ジプ ト慣 習 辞 典 』 で あ り， そ こで は 「［結 婚］ 契約 前 の贈 物 」 と 記 され て い る ［ＡＭＩＮ

ｌ９５３：２２２］。 ま た， 革 命 後調 査 を した フ ァ フー リー と ヴ ィ カ ンの報 告 に も， シ ャブ カ

の記 述 はみ られ る ［ＦＡＫＨｏｕＲＩ　 １９７２：６５，　Ｗ ＩＫＡＮ　 １９８０：８３］。 この よ うに， 最 近

の著 作 にの み シ ャブ カ式 の記 述 が あ るの は ， レイ ン とア ンマ ール の書 きお と し と考 え

な い限 り， この慣 行 の成 立 が薪 しい もの で あ る こ とを示 唆 す る ので はな いだ ろ うか 。

さ らに， 革 命直 前 の上 エ ジプ ト寒 村 を調 査 した ア ンマ ール は シ ャブカ にふ れ ず ，革 命

直 後 に刊行 され た ア ミー ンの辞典 に は そ れ が記 され て い る事 実 は， カ イ ロ と上 エ ジプ

トの文 化 的 落差 を物 語 って い るの か も しれ な い。 いず れ にせ よ ， こ の点 は， ア ラビア

語 資 料 の解 読 を ま た な けれ ば， 立証 しえ な い も ので あ り， こ こで は そ の可能 性 の示 唆

に とど めて お く。

　 こ こで ， “婚 約 ” と い う概 念 につ いて も若 干 ふ れ て お き た い。 前 述 の よ うに ， シャ

ブ カ は正 式 に は ｋｈｕｔＵｂａす な わ ち “婚 約 ” とよ ば れ て お り， 実 際 ， フ ァフー リー も

ヴ ィカ ンも シ ャブ カ を ‘‘ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ” と訳 して い る。 しか し，　Ｂ 市 で の例 で あ るが ，

あ る青 年 が フ ァ ーテハ 式 を 終 え た段 階 で す で に，相 手 の娘 を ｋｈａ書１ｂａｔｉ（私 の婚 約 者 ）

とよ び ， そ の母 親 を ｂａｍ ａｔｉ（妻 の母 ） とよん で いた の で あ る。 そ して ， 彼 の 周 囲 の

親 族 ・友 人 た ち も， そ の よ うな用 法 に別 段 異 論 を は さま ず ， む しろ それ に従 って会 話

を進 め て い た。 ア ラ ビア語 の教 員 を して い た青 年 の兄 に この 点 を尋 ね る と， 確 か に そ

うい う用 法 もみ られ るが ， シ ャブ カ式 を す ませ て い な い段 階 で相 手 を ｋｈａｔｉｂａｔｉとよ

ぶ の は誤 りで あ り， 正 式 には ， シ ャブ カす なわ ち ｋｈｕｔｒｔｂａ の式 を お え てか らそ うよ

ぶ べ きで あ る と答 え た 。 “正 式 な ” 用 法 に は反 して い る とは いえ ， 一 般 に は， フ ァー

テ ハ 式 を終 了 した時 点 で ２人 を “婚 約 者 ” とみ な して い る こ と も事 実 で あ り， この点

で ， “婚 約 者 ” とい う用 語 の “正 式 な”用 法 と “一 般 的 な ” 用 法 との ズ レが あ る こ とを

指摘 して お きた い。 こ の よ うな 理 由 か ら， 小 稿 で は ， ｓｈａｂｋａを “シ ャブ カ” と表 記

し， “婚 約 ” と訳 す こ とを可 能 な 限 り避 けて きた ので あ る。

　 さて こ こで， 結婚 式 に つ き ものの 祝 宴 （ｆａｒａｈ）につ いて ま とめ て お こ う。

　 す で にふ れ た よ うに ， シ ャブ カ式 ，契 約 式 ， 床 入 り式 の ３つ の式 は， それ ぞ れ 別 個

も し くは組 み合 わせ て お こな う こ とが で き， そ の た び に祝 宴 が は られ るの がふ つ うで

あ る。 そ して ，祝 宴 の規 模 ， 演 し物 ，招 待 客 数 な どは ， すべ て 当事 者 とそ の家 族 の 経

済 的 事 情 や 社会 的条 件 な ど に よ って ， か な りの相 違 が あ る。

　 祝 宴 の会 場 と して は ， 自宅 を 開放 す る場 合 と特 別 な会 場 を用 い る場 合 とが あ る。 も

ちろん ， 後 者 の方 が一 般 的 に祝 宴 の規 模 は大 き くな り， 出費 もか さむ 傾 向 に あ る。

２８６
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　特別な会場として使用されるのは，Ｂ市の場合， クラブ （ｎａｄｉ）施設のホール１５），

公民館，庶民的な茶房 （ｑａｈｗａ）とは区別された広いホールをもつ高級喫茶店などが

ある。また，村落部では，ｄａｗｗａｒ，　ｍｕｄｌｆａ，　ｍａｎｄａｒａなどとよばれている村の共同

集会所もしくは特定のアーイラ （大家族）が共同所有 している集会所で祝宴がはられ

る。自宅を用いる際は，広間や屋上 （普段は燃料の置き場や養鶏場などに利用されて

いる）が会場となる。

　公的な施設を利用せず，特定アーイラの集会所や自宅で祝宴をひ らく場合，原則的

には，シャブカ式と契約式の後の祝宴は，花嫁側でおこなうことになっている。すな

わち，花嫁は床入り式の時に初めて実家を出て，行列を組んで花婿宅に向うのであり，

したがって，契約式の段階までは，彼女は実家にとどまっているのが当然とされるの

である。

　 さて，祝宴の招待客には，事前に金文字で印刷された招待状が配られる１６）。とはい

っても，当日たまたま会場付近を通 りかかった者が， ２人の祝福のために招待状なし

に参加 しても，何 ら問題はない。むしろ，祝宴は客が多 く，賑やかなほど良いので，

歓迎される。

　祝宴会場では，正面の一段高い所 （公共施設ではステージ） に，花婿と花嫁用のき

らびやかな椅子席が設けられており， ２人はそこに坐って，切れ目なくかけつける招

待客から祝福の言葉をうける１７）。その他は，特別な席順など一切決まっていない。花

婿 ・花嫁の親族や招待客は，一応男女別に分かれ，それぞれ親 しい者同士がかたまっ

て坐 る。 しかしなが ら，会場内に明確な男女席の境界線がひかれることはない。そも

そも，座席の配置も，固定椅子の設置された公共施設を除いて，厳密には定まってい

ず，土間に直接坐る農家の場合はもちろん，移動可能な椅子が用意されている会場で

は，客人たちは勝手 に椅子を動かし，親 しい者同士でかたまるのが一般的である。

　祝宴会場に赴いた招待客たちは，花婿 ・花嫁やその親 ・キョウダィたちにお祝いの

言葉をのべる。その代表的なものは，次のようなものである。

１５）Ｂ市には教職員 クラブ，スポーッ ・クラブ，農業 クラブな どがあり，それぞれ独立 した建物

　を もっていた。なお，カイロ市などで は，高級 ホテルを利用 した祝宴 もお こなわれている。

１６）招待状は新郎の父と新婦 の父の名で配 られる。筆者 の手許には ４通の招待状があるが，書式

　はほぼ同一で新郎 ・新婦の名前 と祝宴の 日時 ・会場などが記 されてお り，すべて にコーラ ン第

３０章第２１節が引用 されている。なお，Ｍｕ県 Ｂ村で聞 き書きを した ところ，同村で は，村 に住

　む床屋 に頼んで招待状を配 って もらい，彼への報酬は床入 り式前夜のいわゆる “ヘンナの夜”

　の際 の客か らのチ ップ （ｎｕｑｔａ）をあてる という。その総額 は，５０エジプ ト・ポ ンド以上 にもな

　る。

１７）新郎 ・新 婦の坐 り方 は，一般に向 って右が男で左が女であ る。だが，それが絶対的な規定で

　はない。

２８７



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国立民族学博物館破究報告　 １０巻２号

　 客 人 「ａｌｉｆ　ｍａｂｒＵｋ （ま こ とに おめ で と う ござ いま す）」

　 主 人 「‘ｕｑｂａ　１－ｉｂｎａｋ （次 は あ なた の息 子 さん の番 です ね）１８）」

　 客 人 「ａｌｌａｈ　ｙｉｂａｒｉｋ　ｆ’ｉｋ （ア ッラ ーが あ な た を祝 福 して くれ ま す よ うに）」

　 　 　 ま た は ，

　 　 　 「ａｌｌａｈ　ｙｉｋｈａｌｌｉｋ （ア ッ ラーが あな た を 長命 に して くれ ま す よ うに）」

　 祝 宴 の 開始 時刻 は ，ふ つ う夕 方 か ら夜 にか けて だ が ，一 応招 待 状 には正 確 な 時 間 が

記 され て い る。 しか し， それ が厳 密 に守 られ る こ とは ， まず な い とい え る。 花 婿 ・花

嫁 や そ の 家族 に ご く親 しい親族 ・友 人 は定 刻 前 に集 ま って い るが ，一 般 の招 待客 は時

間 に あま り と らわ れず に三 々五 々集 ま っ て くる。 そ もそ も，祝 宴 と い って も，別 段 か

た くる しい祝辞 や挨 拶 と い った きちん と した 式 次 第 な ど は存 在 しな いの で あ る。 確 か

に ， シ ャ ブカ の贈 与 や 結 婚契 約 書 の署 名 とい った そ れ ぞ れ の式 で欠 くこ とので きな い

儀 式 は あ るが ， ふ つ う， それ らは祝 宴 会 場 とは少 し離 れ た場所 で お こな わ れ，招 待 客

の多 くは ， そ の よ うな 出来 事 に無 関 心 で 周 囲 の人 々 と お しゃべ りに興 じた り， ま たま

っ た く気 付 か な い こ とも多 い。客 人 に と って 重 要 な こ とは ， それ らの儀 式 に視線 を集

中 し， 厳 粛 な 雰 囲気 を盛 り上 げ る こ とで はな い。 も っ とも大 事 な の は ，祝 宴 の 場 に駆

けつ けた と い う こ とで あ り， そ の事 実 を証 明 す るた め に正 面 の壇 上 に坐 って い る花 婿

・花 嫁 お よび 彼 らの親 ・キ ョウダ イ ・近 親 に祝 福 の言 葉 をか け る こ とで あ る。 そ の た

め ，定 刻 に多少 遅 れ て き て もま った く問 題 はな い し， ２人 へ の挨 拶 を す ませ た らいつ

退 席 して も よ い。

　 それ で は，祝 宴 の場 で は何 が お こなわ れ るの だ ろ うか。 こ こで 祝 宴 と訳 した ｆａｒａｆＰ

の語 根 の動 詞 （ｆａｒａｂａ）が意 味 して い るよ うに， そ れ は “愉 快 で ， 陽 気 な ，楽 しい，

歓 喜 の” 集 ま りな の で あ る。 す な わ ち， ２人 を 祝 福 し，人 々 が賑 や か に騒 ぎま くる場

で あ り， エ ジプ ト人 の特 性 の一 つ と思 わ れ る明 る い陽気 さ が縦 横 に発 揮 され る席 な の

で あ る。

　 祝 宴 の場 を 盛 り上 げ る の は，何 とい って も歌 と踊 りと音 楽 で あ る。 祝 宴 の間 中，花 婿

・花 嫁 席 の横 の 舞ｉ台 で ， そ の 日の た め に雇 わ れ た セ ミプ ロの楽 団 （丘ｒｑａ　ａｌ－ｍｕｓｌｑ）１９）

が絶 え ま な く流 れ るよ うな ア ラ ブの旋 律 を奏 で， 歌手 が甘 い恋 愛 歌 な どを歌 い続 け る。

観客 は お しゃべ りを しな が らも音楽 に耳 を傾 け ，興 が の るに した が って ，女 性 はザ ガ

ユ８）客人 が独身者 の場合は，「ｕｑｂ２１ａｋ」すなわち，「次はあなたの番 ですね」 となる。

１９）筆者 が Ｂ市および Ｂ郡 Ｂ村でそれぞれ １回みかけた楽団は，公務員である Ｈ 氏を歌手 とす

　るグループで ４～ ５名で構成 されてお り，彼 らはすべて教員，学生，公務員であ った。先 にふ

　れた低賃金制の影響を くらっている彼 らは，このよ うな特技を生か し，副収入源と しているの

　である。
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リー トとよばれるアラブ特有の歓喜の叫び声を響かせる。男性は，特に警察の眼の届

きにくい村落地帯では，短銃や自動小銃をもちだし，派手に祝砲を あげる。 その う

ち，アラブ独特のリズムに合わせ，若 い女性や少女が飛び入 りでいわゆる “ベ リーダ

ンス”，エジプ ト人のいう “東洋ダンス （ｒａｑ§ｓｈａｒｑ１）”を踊 りだすこともある。この

場合は，もちろん着衣の状態であり，ただ，腰のまわりに紐やスカーフなどを巻 きつ

ける。なお，Ｂ市では肌の一部を露出したプロの踊り子を雇 う場合もあり，筆者 も１

度だけ目にしたことがある。農業 クラブでおこなわれた祝宴は，招待客数の割に会場

が手狭であったこともあり，プロのベ リーダ ンサーが踊 りだすと，窓にも人が鈴なり

になり，ついに扉を閉めて後から会場に入ろうとする者を追いかえすほどであった。

当然ながら，このような風潮に批判的な者もいる。上述の祝宴に筆者と共に出席 した

Ｂ市在住のある警察幹部 （新郎の友人）は，まず招待客を閉め出 したことに腹をたて，

さらに，農村地帯に隣接するＢ市では肌を露出したベ リーダンサーは好ましくな く，

あのような計画をたてた者たちは反イスラーム的な “異教徒たち （ｋｕｆｆａｒ）”だ とまで

いった。

　一方，農村では，伝統的な棒踊りや騎馬踊 りはみ られるが，ベ リーダ ンサーを雇う

ことなどは皆無である。一般 に，村落では都市よりも祝宴の場での男女の隔離は明確

にみられ，女性が男性を前にして踊ることも少なく，上述の演 し物 も男性がおこなう

ものである。いずれにせよ，喧騒好きのエジプ ト人は，アラブ音楽を楽 しみ， コーラ

や紅茶　　時には禁制のハ ッシシやビールー を飲みながら，夜更けまで祝いの宴に

酔 うのである。

　飲食物は祝宴に欠かすことのできない小道具である。自宅などでおこなわれる祝宴

は，特に長時間にわたる時など，食事が提供されることがある。会場に接 した屋外に

天幕をはり，男女別に手すきの者から食事をすませていく。それほど順番にはこだわ

らないようである。一方，公共施設使用の際には，時間が限定されていることもあり，

ふつ う食事はだされない。だが，いずれの場合にしても，飲物はふんだんに提供され

る。砂糖のたっぷ り入った紅茶， トルコ・コーヒー，そ してそれ らより “上等”とみ

なされているコーラやサイダーの類の清涼飲料水が，招待客の席へ配られる。また，

男性の間では，普段以上にタバコが交換される２０）。主人側はもとより，祝宴に招待 さ

れた側でも封を切 らないタバコを １～ ２箱用意 しなければならないほどである。

　祝宴における物品のやりとりの中で，飲食物やタバコに劣 らず重要なのは，演奏を

２０）エジプ ト人の慣 習と して，タバ コを喫う時 には，まず周囲の人 々に自分 の箱か らとりだ した

　タバ コを勧め， それか ら自分が喫 う。 この慣習を “ｒｕｓｈＳｈ”すなわ ち “まきちらすこと” とい

　 う。

２８９
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している楽団や歌手に対するチップ （ｎｕｑｔａ）である。 宴席を盛 り上げる歌手 ・楽団

一 そ して時にはベ リーダンサー一 への報酬は，いうまでもな く，祝宴開催者の側

で支払うものである。 しか し，招待された客も楽団や歌手にチップを出す慣習があり，

それはすべて彼 らの取 り分となる。すなわち，歌手たちは，祝宴の主人側からの一定

額の報酬プラス宴席の客か らのチップの総額をもって，自分たちの全収入とするので

ある。ここで重要なのは，チ ップの意味づけである。招待客が歌手たちに手渡すチッ

プは，彼 らに対する御祝儀という意味と同時に，実は招待 してくれた花婿 ・花嫁の家

族に対するお祝いという意味も含まれているのである。チップの金額が多ければ多い

ほど，歌手 ・楽団は満足 し，その結果，祝宴の主人側の顔がたつことになる。チップ

は表面的には宴席を盛 り上げる歌手や楽団に対する贈与なのだが，その裏では，客人

の主人に対する間接的贈与 ともなっているのである。そのためにも，チップが歌手た

ちに手渡されると，一曲終えた段階で式の進行係が，チップの提供者の名前とその金

額をその場で披露することになっている。なお，チ ップ額は １人 １回 １～ ５エジプ ト

・ポンドであり，同一人物が何回出してもよい２１）。

　 このような祝宴を開催する費用は相当のものになる。参考までに，表 ２に一つの例

をあげておいた。 これは１９８１年 ８月 にｑ 県Ｂ郡 Ｂ村でおこなわれた祝宴のケースで

表２　祝宴費用の例 （概算）

椅子 ・天幕の借賃

祝宴 に出 した飲物 ・菓子代

新婦を新郎宅へ運ん だ自動車の借賃 （５×６台）

新婦の化粧 ・着付代

花 嫁 衣 裳 代

２人の手伝 いへの手 間賃

電 飾 の 借 賃

マーズー ンへの支払 （含，結婚登録料）

楽団への前渡 し金

夕 食 代

５０

８０

３０

２５

１００

２０

２５

５０

５０

６０

計 ４９０

・単位 はすべて エジプ ト・ポ ン ド

・費用はすべて新郎 もち。なお，当日贈 られたシャブカの金

額 は５００，契約 に記 され た前マフルは２，　ＯＯＯ，後マ フルは５００。
・この他，祝宴 とその前後に，こま ごま とした出費が相 当あ

る。

２１）表 ２にあげ られた Ｂ村の祝宴 の際， 楽団が受け取 ったチ ップの総 額は約１５０エジプ ト ・ポ ン

　 ドであ った。 したが って，祝宴主催者か らの報酬 と合わせて， 彼 らは２００エジプ ト・ポン ドほ

　 どを得 たことになる。

２９０
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あり， 比較的規模の大きな祝宴の部類に入 ると思われる。 Ｂ村は県庁のあるＢ市に

隣接 しており，農村的 というよりも都会的な傾向の祝宴であった。同村でも裕福な階

層に入る花婿の家の屋上で開かれたものであり，招待客はおよそ ４００人であった。な

お，インフォーマントＭ 氏は，花婿の父方親族であり，祝宴の進行役をつとめた Ｂ

市在住の４０代の男性である。

　最後に，このようにさまざまな意味で重要な祝宴ではあるが，親族や隣人が予定日

の直前に亡 くなった場合など，服喪のために中止 したり，規模を縮小 したりする例が

あることを記 しておこう。Ｑ 県 Ｔ郡 ＫＩ村で聞いた事例は次のようなものであった。

　半年前にシャブカ式 と契約式をおこなった Ｓは， １９８１年１１月中旬に床入り式の祝

宴をあげるつもりだった。だが，その予定日の一週間前に，兄 （Ｓと同居 している）

の妻の父が亡 くなった。そこで Ｓは床入 りはしたが，祝宴は催さず，新婦の家族すら

家によばなかった。また，同 じ頃に祝宴 （何の式かは不明）を予定 していた同じブロ

ックに住む隣入も，Ｓの兄の喪のために，自分たちの祝宴開催を中止 したという。

　また，筆者の出席 したＢ市で開かれたあるシャブカ式の祝宴は，同市に住む新婦の

家で親族中心におこなわれた （新郎は同じアーイラの者で カイロ在住）。何故に客を

招待 して盛大におこなわなかったのかという質問に対 し，新婦の父は，彼 らのアーイ

ラの出身村 （Ｑ．県 ｑ 郡 ＧＮ村）の村長 （‘ｕｍｄａ）　　 彼 らとは異なったアーイラに

属 していた　　が最近亡 くなったばかりなので，哀悼のために祝宴を大規模にしない

のだと答えた。実際， ５カ月後の “ヘンナの夜”（後述，第五節）と床入 り式は，ＧＮ

村で盛大に催された。

４） 契 約 式

　 イス ラー ム の観 点 か らす る と，契 約 式 は結 婚 プ ロセ ス の 中で も も っ とも重 要 な 段 階

で あ る。 これ を完 了 して初 め て ， ２人 は法 律 上 の夫 婦 とな る ので あ る。

　 契約 式 の際 に重要 な 役割 を は たす 人 物 と して マ ー ズ ー ン （ｍ ａ’ｄｈＵｎ）が い る。 彼 は

いわ ば 結婚 契 約 の公 式 的 な 立会 人 で あ り， ま た署 名 を おえ た 結婚 契 約 書 類 を “シ ャ リ

ーア裁 判所 （ａｌ－ｍａｈｋａｍａ　ａｌ－ｓｈａｒ‘ｉｙａ）”に届 け 出 て
， そ の結 婚 を 正式 に登 録 す る者 で

も あ る２２）。 村 落 ご と に少 な く とも一 名 は お り，都 市 部 で は各 地 区 に数 人 い る。彼 らの

２２） ヒル に よれ ば ，マ ー ズ ー ンの 権 威 にふ れ た 最初 の 法 律 は ，１８８０年 の もので あ る ［ＨＩＬＬ　 ｌ９７９＝

　 ５６］。 また ， 同書 によ れ ば ，“シャ リー ア裁 判 所” は１９５６年 に “国 家裁 判 所 Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｕｒｔ” に

　 編 入 さ れ ， 現 在 で は ， 結 婚 ・離 婚 等 に 関す る事 柄 は， “下 級裁 判 所 ｇｕｚ’ｉ　ｃｏｕｒｔ”の管 轄 で あ る

　 とされ る ［ＨＩＬＬ　ｌ　９７９：１８，５３］。 だが ， 筆 者 が 聞 き書 きを した現 職 の マー ズ ー ンの Ａ 氏 を は

　 じめ， 多 くの入 々が結 婚 登 録 は “シャ リー ア裁 判 所” で お こな う， とい う表 現 を用 いて い た 。

　 したが って ， こ こで は 彼 らの表 現 どお りに記 述 を 進 め る 。
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役職への就任 は，最終的には “シャリーア裁判所”からの任命をまたねばならないの

だが，その経路 には２つある。１つはその地域でも篤信的という評判のあるアーイラ

（大家族）内で継承される場合と， もう１つは親族関係 とは関係なくアズハル学院出

身者が新たに任命される場合 とである。現在では後者の方が増えている。マーズーン

の手許には，一定の書式にしたがった結婚契約書 （ｗａｔｈｉｑ）を何通 もとじた帳面があ

る。契約式の際，新たな頁にマーズーンの指導の下に，新郎，新婦の代理人， ２人の

証人がそれぞれ署名し， マフルの額 などが書き込まれる。 マーズーンはその写 しを

“シ
ャリーア裁判所”にもっていき，結婚を法的に登録するのである。（以上のマーズ

ーンの役職に関しては，Ｑ 県 （２．郡 Ｓ村のマーズーンであるＡ氏の情報による。）

　契約式が実際におこなわれるのは，原則 として，新婦の側の自宅 もしくは集会所で

ある。ひき続いての祝宴会場 となる公共施設を借 りている時には，祝宴会場とは別室

で実施される。契約の場には，新郎本人，新婦の代理人 （ｗａｋｉｌ，一般 には彼女の父ま

たは兄かオジ）， ２人の証人， そしてマーズーンが集まる。 その他の者 も臨席を拒ま

れない。しかし，女性はごく近 しい親族を除いて，その場にいあわすことは稀である。

　まず，マーズーンは，新郎 ・新婦の略歴，健康状態等を記した書類 （ｉｑｒｉｒ）を受け

取る。次に，結婚契約書の所定の欄に，新郎と新婦の代理人の署名 （および，職業，

現住所，生年月日，身分証明書番号等の記載）を求める。なお，これまでもたびたび

参照 したアンマールの革命前の上エジプ ト農村報告によれば，契約を実際におこなう
　 　 　 　　　　コ　　　　　　　　

の は ，新 郎 の父 と薪 婦 の父 で あ り， ま た ， ６０年 代 末 か ら７０年 代 に か け て の カ イ ロ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　

庶民生活に関するヴィカンの報告では，契約の場に新婦本人が立ち会うと記されてい

る ［ＡＭＭＡＲ　ｌ９７３（１９６６）：１９３，ＷＩＫＡＮ　ｌ９８０：８３］。 しかし，筆者の見た ５件の契約

式 （Ｂ市 ２件，Ｂ郡 Ｄ村 ２件，　Ｑ 郡 ＧＮ 村 １件２３））においては，新婦が参加するこ

とはなかったし，また，新郎のかわりに彼の父が署名をする場面もなかった。

　 ２人の署名を終えてから，マフルの額などが記入され，それから２人の証人の署名

がおこなわれる。証人は，新郎側と新婦側からそれぞれ近 しい親族が１名ずつ出るこ

とが多いが，別にそうでなくとも良い。証人となりうる資格は，エジプ ト国籍をもつ，

正常なムスリムの成人であれば，原則 として誰でもかまわないのである。彼らも職業，

生年月日，現住所，身分証明書番号等の必要事項を契約書に書 き込む。

　署名が終わると宣誓の儀式にうつる。まず，マーズーンを真中に，新郎と新婦の父

２３）Ｑ 県 Ｂ郡 Ｂ村の場合 は， 祝宴とその場でお こなわれた シャブカ贈呈は 目に したが， 契約の

　場には立 ち会わなか った。なお，この事例の場合，結果 的には，“契約” してか ら “シャブカ”

　すなわ ち “婚約”をすることになってお り，若干奇妙 な感 じがする。その点 を， この祝宴 の経

　費等 の情報を提供 して くれた Ｍ 氏に尋ねた ところ，別に問題 はない ということだった。
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写真 ２ 契 約 式 （Ｂ市）

　 　 　 左か ら新郎，マーズーン，新婦の父

（以下，彼女の代理人を彼女の “父”で代表させて記述を進める）が椅子に坐 って向

いあう。そして，３者間におかれたテーブルの上で，新郎と新婦の父が右手で握手を

する。その際，両者が親指を立てて合わせるやり方 とそうでないふつうの握手のや り

方 との２種類がみられる２４）。また，握手を した手の上にハ ンカチをかぶせる場合とそ

うでない場合とがある。基本的には，握 りあっている２人の右手を周囲の人々から見

えないようにするのが良いのだが，ハンカチを使用すると，それにはアッラーの祝福

（ｂａｒａｋａ）が宿 っていると信 じられ，式終了直後に見物人たちの間で壮絶なハ ンカチ

の奪い合いが生 じるのを嫌 って，用いないこともある。

　マーズーンは，握手を している両人の手の上に自分の掌をかぶせる。ハンカチを使

用 している場合はその上か ら，また，親指を立てている場合はそれを握る。そして，

両人を含む周囲の見物人全員に，小声でファーテハ章を唱えるように命じる。それが

すむと，続いて説教が始まるのである。

　説教は３～ ５分ほど続 く。その内容はイスラームの教えにしたがって，結婚の意義

を説 くものであり，コーランおよびハディース （ｈａｄｌｔｈ，預言者ムハンマ ドの言行録）

の一部が引用される。筆者が録音 した説教は，Ｂ市 ２件 とＢ郡 Ｄ村，　Ｑ 郡 ＧＮ村各

１件の４件あり，そのすべてにコーラン第３０章第２１節，２件 （共にＢ市）に第 ４章第 １

２４）ｑ 県 Ｂ郡 Ｄ村 のあるイ ンフォーマ ント （男性 ，５０才代）によると，親指 をたてるや り方 は

　“ア レキサン ドリア風”だとい う。
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節 ，そ の他 第 １３章 第 ３８節 （ＧＮ 村 ）と第４９章 第 １３節 （Ｄ 村 ）が各 １件 引 用 され て い た２５）。

ま た ，３件 （ＧＮ 村 を除 く） で は次 のよ うなハ デ ィー スの 一節 が言 及 され て いた 。

　 「結 ばれ ，生 め よ ， 増 やせ よ。 そ うな れ ば ， 私 ［ムハ ンマ ド］は審 判 の 日 ［終 末

　 の 日］に， あ な た が た ［ムス リム］の創 った国 （ａ１－ｕｍ ａｍ ）を誇 るだ ろ う２６）」

　 な お， この 説教 の 前 か後 に ， マ ー ズ ー ン に した が って， 参 会者 全 員 が声 を合 わ せ て ，

悔 い改 め の言 葉 を唱 え る。

　 説 教 の後 に， マ ー ズ ー ンは新 郎 と新 婦 の父 に誓 い の言 葉 を述 べ させ る。 これ も， マ

ー ズ ー ンの指 導 の 下 に
，両 人 が順 番 に一 定 の誓 い の言 葉 を 唱 え るの で あ る。 説 教 と誓

詞 に要 す る時間 は， 併 せ て １０分 ほ ど で あ る２７）。

　 契 約 式 が 終了 す る と同時 に， それ を ま ちか まえ て いた か の よ うに ，契 約 の場 およ び

少 し離 れた 席 で待 機 して い た女 性 た ちは ，歓 喜 の叫 び 声 ザ ガ リー トを発 す る。 村 落 部

で は， 男 性 た ち が祝 砲 を あげ る。 そ して ，祝 宴 が準 備 され て い る場 合 に は， 人 々は一

斉 にそ ち らの方 に移 動 し，新 婦 が ま ち うけ る所 定 の 席 に新 郎 がつ くや いな や ， 楽 団 は

一 層 激 し く演 奏 し，祝 宴 の場 は一段 と盛 り上 が るの で あ る。

５） 床 入 り 式

　これまでもたびたび記 してきたように，契約式をすませ，法的に夫婦となった２人

も，ただちに新婚生活を営むとは限らない。契約式と同時に実質的結婚生活の開始を

告げる床入 り式をあげるカップルもあれば，その間隔を数カ月から数年あけるカップ

ルもいるのである。いずれにせよ，床入 り式をおこなう前提条件として， ２人の新居

２５）参考までに，これ らの章句 か ら引用された部分を記 してお く。なお，［ ］内は筆者の挿入句。

　　「また，かれ ［ア ッラー］があなたがた自身か ら，あなたがたのために配偶［者］を創 られたの

　は，かれの印の一つである。あなたがたはかの女 らによ って安 らぎを得 るよう（取 り計 らわれ），

　あなたがたの間に愛 と情けの念を植え付 けられる。本 当にその中には，考え深い者へ の印があ

　 る。」（第３０章第２１節）

　　 「人 びとよ， あなたがたの主を畏れなさい。 かれは一人 の者 ［アダム］か らあなたがたを創

　 り，またその者 （の一部）か ら配偶者を創 り，両人か ら，無数の男 と女を増や し広め られた方

　であ られ る。」（第 ４章第 １節，説教で引用されていない同節後半 は略す）

　　 「われ ［アッラー］はあなた以前に も使徒たちを遣わ し，妻 と子孫をかれ らに授 けた。」（第１３

　章第３８節，説教で引用 されていない同節後半は略す）

　　 「人 びとよ， わ れ ［アッラー］は一人 の男 と一人 の女か らあなたがたを創 り， 種族 と部族に

　分けた。これはあなたがたを，互い に知 り合 うよ うにさせるためである。 アッラーの御許で最

　 も貴 い者 は，あな たがたのうち最 も主を畏れ る者で ある。」（第４９章第１３節，説教で引用 されて

　いない同節後半 は略す）なお “翻訳”は，日本ムス リム協会版 の 『聖 クルアー ン』［１９８２］による。

２６）ムス リムの考え によれば，終末の 日に，モーゼはこれまで地上 に現われた全ユダヤ教徒， イ

　エスは全 キ リス ト教徒，そ して ムハ ンマ ドは全ムス リムをひきつれて復活する という。 したが

　 って，その際に，数が多いほど他を圧倒 しえる というわけである。

２７）マーズー ンの説教 と誓いの言葉の一例を，本文末 に補足資料 として掲載 したので，参照 して

　いただきたい。　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　 ’
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が準備され，家財道具一式が揃っていなければならない。

　特殊な事情のある場合を除いて，農村部では夫方居住がふつうであり，父親が息子

のために家を増築 した例 も多い。 しか し，都市部では家の新 ・増築 もそれほど簡単で

はなく，新婚カップルが独立 したアパートに住む例が増えている。ただし，富の偏在

傾向が強まるなか，都市の住宅事情は年 々悪化 しており，彼 らにとって新居捜 しは非

常に深刻な問題となっている。特に，その重荷は青年の方にかかっている。というの

も，農村 ・都市を問わず，新居は男性側で準備す るのが慣行となっているからである。

したがって，日ごとに高騰する都市アパー トの購入費もしくは賃借の際の礼金等 は，

原則 として新郎がもつことになっている。一方，新婦の側，すなわち彼女の父や兄た

ちの責任は，新居の家財道具を買い揃えることにある。いわば，容器 としての家屋を

男が準備 し，その中に入れる家具類を女が整えるというやり方が，今 日では一般的に

みられるのである。

　女性の側で準備 した家財道具は，シャブカ式の際に贈 られた金製装身具と共に，結

婚後 も，彼女の私的所有物であり続ける。そもそも，家財道具購入資金の一部は，男

性が相手の父に手渡 した前マフルであり，後者はそれとほぼ同額の補助をして，家具

類を買い揃えたのである。もちろん，新居には，新郎 自身が購入 した家具類 もみられ

る。しかし，個々の家具，電気製品，食器，調度品などの所有権の区別は，非常に厳

格に守 られる。そこで，ふつうは床入り式の前に，新婦の個人的所有物 となる家財道

写真 ３　 バ グパイプ楽団を伴な う行列 （Ｂ市）一 ただ し，

　　　　床入 り式で はな く，契約式の際の ものである。

この写真 は
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具一一 一ｒｅにアフシュ （‘ａｆｓｈ）とよばれる一 をすべてもれなく精確に記載 した一欄

表 （ｑａｉｍａ）が，新郎 と新婦の代理人 との間で作成される。 一欄表には特定の書式は

ないが，新婦が所有権をもつ家具類の詳細 （数量，値段，色，形状，新晶であるか否

かなど）がもれなく記入される。これには，結婚契約書 と同様に， ２人の当事者と２

人の証人が署名し，新郎と薪婦の代理人がそれぞれ１通ずつを保管する。結婚後，万

一夫婦仲が悪 くなり，離婚という事態になった場合には，その一欄表に記された家財

道具はすべて，妻が実家にもち帰る法的権利がある。その際，家具の一部が壊れてい

たり，夫の一存で売却されていたりした場合には，一欄表の記載にしたがい，それに

相当する物品もしくは現金がその代替物として彼女に渡されなければならない。

　このように，原則的に財産所有権は夫婦間で明確に区分されており，問題が生 じた

場合の証拠書類 として提出されうるので，一欄表作成の際にはさまざまな トラブルが

生 じやすい。特に最近の傾向では，嫁の父は婿から直接マフルを受け取らず，その金

額相当の家具類を彼に準備させ，それを一欄表に記載 して自分の娘の財産にしようと

するケースが現われている。一方，婿の側はその手 にはのらじと，一定額のマフルを

支払 って責任をはたし，あとは相手の父になるべ く負担させようと思っている。そこ

で，一欄表作成をめぐる両者間のかけひきは，かなり複雑で巧妙なものとなってきて

いる。筆者のフィール ドワークの際の “通訳”がわりをして くれた ＮＨ 氏によれば，

彼のある友人は，契約式当日の朝に，彼が自身で買ったカラーテレビを一欄表に記入

するように相手の父から迫 られ，すでに招待状 も発送 し，祝宴の準備 も進めていたの

でしぶしぶ同意 したという。なかには，どうしても収拾がつかず，ついに破談になっ

た例 もあるとのことである２８》。

　 ちなみに，一欄表作成の段階に限 らず，契約式以前の段階で破談になるケースはさ

ほど稀ではない。筆者も次のような経験を した。Ｂ市に住む友人のシャブカ式に招待

され，約束の時間に彼の家を訪ねると，彼の母が平服のままでいた。誘 しく思いなが

らも，型通 りに 「おめでとう」 と挨拶すると， 「何がおめでたいものかね」 とやり返

された。話 しを聞 くと，彼女はもともとこの縁談にのりきではな くプついに当日の朝

に破談にまでもっていったのである。その理由は，自分たちと較べて，相手の家の身

２８）ＮＨ 氏 によれば，一欄表作成で衝突 した際に，青年が娘 の父に対 して発つケ ンカ腰の口上 と

　 してよ く知 られて いるものに，次のよ うなものがある。

　 ｙａ　ｓｉｄｉ，　ｄａｎｔａ　ｍａｍｉｎ　ｌｉｙａ ‘ａｌａ　ｂｉｎｔａｋ，　ｔａＵｍ　ｍａｎｔａｓｈ　ｍａｍｉｎ　ｌｉｙａ‘ａｌａ　ｓｈｕｗａｉｙａ　ｋｈａｓｈａｂ．

　 　 （やあ大将， あんたは俺 に娘を預けるのであ って， 木 ぎれ ［家具］を預 けるん じゃないだろ

　 　う。）

　 　なお，一欄表を作成するのは，ふつ う，床入 り式の数 日前 も しくは当日の朝であ るが，契約

　式の直後に概要だけを記す場合 もある。また，イ トコ婚など近親者間の結婚の際には，すでに

　相互に信頼 関係があるので，床入 り式の後に作 られることもある。　 　　　　 、
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分 が 低 いか らで あ る とい う。 な お ，友 人 はそ の 後 に別 な女 性 と結 婚 した 。 だ が ， 当 時 ，

フ ァー テハ 式 ま で す ませ て い た彼 の弟 は ，半 年 ほ ど して破 談 に な っ た。 この よ うな事

態 は， 確 か に誇 るべ き もの で は な いだ ろ う。 だが ， こ と さ ら激 しい恥 辱 と い うわ け で

は な く， 彼 ら兄 弟 の ケ ー ス も さ ほ ど特 殊 な ケ ース とは思 わ れ な い。

　 さて ， 結 婚 プ ロセ ス の記述 に戻 ろ う。 床 入 り式 の 前 夜 は， “ヘ ン ナ の 夜 ” （ｌａｉｌａｔ

ａｌ・ｈｉｎｎａ）とよ ばれ て い る。 ヘ ンナ と は， ミソハ ギ科 シ コウカ 属 の 低木 で ， そ の葉 か

ら と った染 料 を 皮 膚 に つ け て数 時 間 お くと， そ の部 位 が 赤茶 色 に染 ま り，長 期 間 とれ

な くな る。 床 入 りの 前 夜 を ヘ ンナ の夜 と い うの は ， そ の夜 ，新 郎 ，薪 婦 お よび ２人 の

身 内 （主 に女 性 ） が ， 掌 ，指 ，足 指 な どを そ れ で染 め る慣 習 が あ るか らで あ る。

　 ヘ ンナ をつ け る身 体 部 位 は ，地 域 や 階 層 ， 個人 によ って さま ざ ま で あ る。 た とえ ば，

Ｑ，県 ９．郡 ＧＮ 村 で は，新 婦 は両 足 の裏 全 体 を 染 め る。 ま た ，　Ｍ ｕ 県 Ｂ 村 で は， か

つ て は新郎 ・新 婦 と も両 掌 とか か とま で の両 足 全体 で あ った が， 最 近 で は右 手 の人 さ

し指 のみ で あ り，Ｑ 県 Ｂ 郡 Ｄ 村 で聞 いた と ころ ，新 婦 は左 右 の掌 ， 新 郎 は右 手 の人

さ し指 につ け る といわ れ た 。 また ， Ｑ 県 Ｂ郡 Ｍ Ｓ村 で 数 日前 に床 入 り式 を終 え た薪

夫 に聞 いた と ころ ，一 般 の人 々 は掌 の み だが ， 婿 と嫁 は両 足 の裏 に もヘ ンナ を ぬ る と

い った。 しか し， そ う言 った彼 自身 ，掌 に は ヘ ンナの跡 が み あ た らなか った。 この よ

うに ， 明確 な原 則 は存 在 しな い よ うで あ る が ，新 郎 が つ け る場 合 に は右手 の人 さ し指

で あ る といわ れ て い る点 が興 味 深 い。 そ れ とい うの も， 後述 の よ うに， 翌 日の 床 入 り

式 の際 ，彼 はそ の指 で新 婦 の破 瓜 を お こな う とされ て い るの で あ る。 な お， ２人 の 親

族 ・隣人 （特 に女 性） な ど も，掌 全 体 や一 部 の指 にヘ ン ナを つ け る こ とが 多 い 。 しか

しな が ら，都 市 部 の 高 学歴 層 で は ，ヘ ンナ染 め の慣 習 自体 が か な り廃 れ て きて い る。

ま た ， お こな う場 合 で も， ヘ ンナ の付 着 時 間 を短 か く し，色 に染 って い る期 間 を 長 び

か せ な い傾 向 に あ る。 な お，新 郎 以 外 の男 性 が ヘ ンナ を用 い る こ とは ，別 段 禁 じ られ

て い るわ け で は な い が， 実 際 に お こな う者 は ，特 に都 市 部 で はま った く稀 で あ る。

　 レイ ン ［ＬＡＮＥ　 １９７８：１６７－１６９］や ア ミー ン ［ＡＭＩＮ　 １９５３：３４９］を読 む と， か つ

て は ヘ ンナ の夜 の主 要 な行事 と して ，花 嫁 の 入 浴 が あ り， レイ ン は楽 団 を伴 な い， 花

嫁 を 中心 に女性 親 族 ・友 人 が 浴 場 に向 う 入浴 行 列 （ｚａｆｆａｔ　ａｌ－ｈａｍｍａｍ） の様 子 を描

写 して い る。 だ が ，今 日 Ｂ市 とそ の周 辺 で は， その よ うな行 事 はみ られ な い。 む しろ ，

２人 は 自宅 で そ れ ぞ れ入 浴 し， 翌 日 にそ なえ る。

　 いず れ にせ よ，今 日で は ヘ ンナの 夜 に は ，薪 郎 と新 婦 は そ れ ぞれ の 自宅 で別 個 に ，

近 親 と隣…人 を 中心 と した小 規 模 な祝 宴 を 開 くに とどめ るの が一 般 的 で あ る。 だ が ， な

か に は，入 浴 や ヘ ンナ染 め とは ほ とん ど関係 な く， 床 入 りの前 々夜 に は新 婦 の家 で ，
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前夜には新郎の家で，共に両人が出席 しながら “ヘ ンナの夜”と称 して，楽団をよび

若者中心の大騒ぎをするカップルすらＢ市にはみられた。なお，彼らは翌日の床入り

式の祝宴の際に，先にふれたベ リーダンサーをよび物議をかもしたカップルである。

新郎は法学部出身であり，伝統的慣行にとらわれていないタイプの人物である。

　 これとは逆に，筆者が眼にしたなかで，もっとも昔ながらのヘンナの夜に近いと思え

たものは，Ｑ県 Ｑ郡 ＧＮ 村のものであった。郡の中心地から遠 く離れた同村での結

婚式は，あるアーイラ内部の婚姻であり，その共同集会所でヘンナの夜は催 された。夕

刻からたて笛と太鼓を中心 とした伝統的な楽団であるたて笛楽団 （ｆｉｒｑａ　ａｌ－ｍｉｚｍａｒ）

が演奏を始め２９），日没後は一族の男性 ２人が演 じる模擬戦風の棒踊 りや，太鼓に合わ

せてその場で足踏みするように一ヵ月もかけて調教 した馬を使った騎馬踊りなどが夜

更けまで続けられた。一方，女性たちは屋内に集まり，タンバ リンや太鼓に合わせて

祝婚歌を歌い続けていた。レインやアンマール らの報告，さらに一部のインフォーマ

ントが語るところでは，かつては契約式から床入り式までの一週間ほどの期聞中は，

連夜このような一種のお祭 り騒ぎが繰 り返 されていた らしい。

　 ヘンナの夜が明けると，いよいよ実質的な結婚生活を告げる床入 り式の日である。

契約式をも同時におこなう場合には少 々早まるが，ふつうは夕暮れ前から式は始まる。

一般に，都市より農村の方が早めに始まり，シャブカ式や契約式 とは異なり，祝宴も

あまり夜が更けないうちに終了する。

　床入 り式は正則アラビア語では ｚｉｆａｆとよばれているが， その名の通 り，もっとも

重要な行事は，新郎が新婦を彼女の実家に迎えにいき， そこから行列 （ｚａｆｆａ）を組ん

で薪居まで連れてくることである。

　 前夜から継続 している祝いの雰囲気の中で，新婦の実家には親族 ・隣人 ・知人など

が昼すぎには集まってくる。式の手配のために慌ただしく動き廻っている近親を除い

て，男性客は集まって紅茶類の給仕をうけ，女性たちは一カ所にかたまって大声で祝

婚歌を歌っている。そこに新郎が彼の親族 ・友人たちと共 に到着 し，契約をすまして

いない場合にはそれを終え，、おもむろに行列を開始する。かつては・乗り物 として飾

りたてた馬車が使われていた らしいが ［ＡＭＩＮ　１９５３：２２２］，現在では，特に都市部で

は，紙製の花飾りや色 とりどりのテープなどをつけた自動車を利用することが多い。

飾りたてた先導車 には新郎 ・新婦とその近親が乗り，その後に数台の自動車が続 く。

行列の参加者や順番には別段一定のきまりはない。台数が多く，賑かなほど良いので

２９）たて笛 （ｍｉｚｍａｒ）楽 団の構成は，大 きなたて笛 ２本， 小さなたて笛 １本 ，太鼓 ２個であ った。

　都会風の楽団にみ られるタンバ リン，ア コーデ オン，バ イオ リンなどはみ られない。
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ある。筆者の見た Ｂ市の例でも，行列開始の数時間前に友人である新郎の弟か ら急に

要請され，普段着のままかけつけた若者たちもいた。自動車行列の順路もあらか じめ

決まっているわけではな く，新郎 ・新婦を乗せた先導車に後続の車はしたがっていく

だけである。そ して，新婦宅から新居に最短距離で向うことはなく，市街地を遠廻り

し，思いきりクラクションを鳴 らしなが ら，同じ道路を何度も往復することもある。

　一方，２人の家が近いことの多い農村では，行列は歌と踊りを伴ないなが ら徒歩で

おこなわれる。この場合も，あえてまわり道をして近隣地区を巡りながら目的地に向

うのである。なお，都会においても，出発点である新婦の実家もしくは公共施設の戸

口か ら自動車の待つ道路までの区間では，同じような徒歩行列が組まれる。

　徒歩 による行列は，着飾った新郎 ・新婦を中心に，その親族，隣…人，友人などから

構成される。いうまでもな く，行列に参加する人数が多 く，行進中に祝婚歌を歌 う者

やそれにつられて踊りだす者が多いほど，その結婚は盛大に祝われて いる ことにな

る。行列の先頭は，特別に雇われた楽団がつとめる。都市やその近郊ではべ ドゥィン

（‘ａｒａｂ）風の衣裳をつけたバグパイプ楽団 （ｆｉｒｑａ　ａ１－ｑｉｒａｂ）がよくみられる３０）。 彼 ら

の演奏する音楽にのった祝婚歌や踊 りが行列を盛り上げ，一方，女性はしきりにザガ

リー トを発 し，男性の祝砲音も村落ではよく聞かれる。なお，新郎 ・新婦の前 には，

点灯 した １メー トルほどもあるローソクを１本ずつもった２人の女の子 （小学校入学

ぐらい）が行進する。そのかたわらで，新婦の近親の女性が，邪視除けのために行列

全体に食塩をふりま く。そのような調子で，ゆっくりした歩調でまわり道を しなが ら，

沿道に住む隣…人たちの祝福をあび，２人は新居に到着するのである３１》。なお，行列の

コースとして，最近不幸のあった家の前は可能ならば避けるようにするのが，エチケ

ットとなっている。

　新居に着 くと，事前に用意された一段 と高い場所に２人は坐 り，そこで新郎側の親族

や新居の隣人たちの祝福をうける。 しかし，それもあまり長くは続かず，人々は早めに

辞去 し，あとには２人とその近親のみが残る。それから２人は初夜を迎えるのである。

　 Ｂ市とその周辺で筆者が観察 した床入 り式のほとんどは，以上のような次第で終了

する。 しか し，一例だけ，人々が散会する前に，花嫁の処女証明がおこなわれたケー

スがあった。それについて少 しふれておこう。

３０）“バグパ イプ楽団” は， 農村にみられる “たて笛楽団”や 都市 の祝宴会場で 演奏す る楽団 と

　 は，また異 な ったグループである。なお，Ｂ市 のある例 では，バグパ イプ楽団への報酬支払額

　 は１５エジプ ト・ポン ドであ った。同楽団の演奏は，新婦の自宅か ら道路 まで，さ らに道路か ら

　祝宴会場の公共施設 内の ステージまで とい った ところで，せ いぜい１５～２０分程度である。

３１）なお， シャプカ式や契約式において も，祝宴会場の周辺で，バ グパ イプ楽団を中心に した簡

　 単な行列が組 まれ ることもある。
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　 エ ジプ ト　 　 さ らに は地 中 海地 域 全 般 ３２）一 に お いて ，花 嫁 の処 女 性 は非 常 に重 要

な もの と考 え られ て い る。 逆 に いえ ば，娘 の行 動 を 充 分 に監 督 し，無 事 に花 婿 に ひ き

わ たす こ とが ，彼 女 の父 ，兄 弟 ， オ ジ， イ トコ らの責 務 で あ り， そ れ を 怠 った こ とが

世 間 に知 られ た ら， そ の ア ー イ ラの名 誉 （ｓｈａｒａｆ）は失 墜 す る。 す な わ ち ， 未 婚 の娘

が男 性 と性 的 関係 を も った とい う噂 が た て ば， それ は 彼女 の み な らず その一 族 の一 大

汚 点 とな る。 反 対 に ，根 拠 な くそ の よ うな風 聞 を ま き散 ら した者 は， 彼女 の一 族 か ら

報 復 と して 殺 害 され て も仕 方 が な い ほ ど これ は重 大 な 問 題 で あ る。 したが って ，未 婚

の娘 が妊 娠 で も し， そ の事 実 が周 囲 に隠 し通 せ な くな った 場合 に は， 次 善 の策 と して ，

彼 女 の男 性 近 親 は ， み ず か らの手 で 彼女 を殺 害 し，一 族 の面 目 を保 た な けれ ば な らな

い。 実 際 に この種 の事 件 に は 出会 わ な か ったが ， そ の よ うな噂 は，筆 者 が 調査 中 もた

び た び 耳 に した もので あ る３３）。

　 花 嫁 の処 女 性 を重 視 す る風 潮 は ， 小 稿 で主 と して 論 じて い る ｑ 県 を含 む下 エ ジプ

トよ り も， よ り保 守 的 ・伝 統 的 と いわ れ て い る上 エ ジプ ト地 方 で強 いよ う に思 わ れ る。

上 エ ジ プ ト Ｆ 県 Ｋ Ｍ 村 で は ，次 の よ うな イ ンフ ォ ー メ ー シ ョンを え た。

　 現 在 で も Ｆ県 一 さ らには 上 エ ジプ ト全般 　 　で は ， 床 入 りの夜 に花嫁 の 処 女 証

明 （‘ａｒｄ　ａｌ－‘ａｒＵｓａ）３４），別 名家 族 の名 誉 （ｓｈａｒａｆ　ａ１－‘ａ’ｉｌａ＞ の証 明 が 求 め られ る。 行

列 を終 え ， 新居 に到 着 した新 郎 ・新 婦 は ， ２人 の マ ー シ ュタ ｍａｓｈｔａ３５）（も し くは ，

両 人 の母 や オバ な ど） と共 に別 室 に入 る。 そ こで 新 郎 は ， マ ー シュ タの 指 導 に よ って ，

ｍａｈｒａｍａ とよ ばれ る白 いハ ンカ チを 右手 の人 さ し指 に巻 き，新 婦 の破 瓜 を お こな う。

３２）地 中海地域の家族構造 に関する論文集の序言で，編者 の Ｐｅｒｉｓｔｉａｎｙは次のようにい って いる。

　「アルバニア入 のみでな く， 問題を拡げるな らば地中海地域の娘は， 処女性を保 ちつづけなけ

　ればな らない。それ というの も，彼女の父親 や兄弟たちの名誉を高め るというより，彼 らを不

　名誉な状態に陥れないためにであ り， さらに，彼女自身 の市場価値を落 として両親に一層 の恥

　辱を与えないためにである。結婚生活における彼女の貞操は，彼女 自身の子供 たちを不名誉な

　状態 に陥れないために守 られねばな らない。」［ＰＥＲｒＳＴＩＡＮＹ　 １９７６：１１－１２］

３３） これは現代 アラブ文学で も批判的にとりあげられているテーマであ る。現代 アラブ文学 にお

　ける女性の位置を論 じた Ａｃｃａｄの研究 ［１９７８：１４５　Ｅ］を参照。

３４）正則 アラビア語では “名誉”を表わす語 の一つ として “‘ｉｒｄ”があ り， また 奴田原 睦明氏 も

　 「農民を して日常性を放棄 させるまでの狂暴な沙汰 に駆 りたてるこの家の誇 りとは，アラビァ

　語で （‘ｉｒｄ）と言 われ るもので，これ はつきつめてい くと家族内にあ って男性の庇護下 におかれ

　た女性の成員，母， 娘， 姉妹の貞操を指 している。」［奴田原　 １９８５：１４］と述べて いる。 した

　が って， 筆者が直接耳 にした “‘ａｒｄ”は，正則 アラビヤ語 の “‘ｉ”が口語 （アン ミーヤ）化 し

　て，“‘ａ” となったのかも しれない。 （母音の “ｉ”が口語化によって “ａ”になる例 は，“エジプ

　 ト” を意味する “ｍｉＳｒ”が “ｍａ§ｒ”に， “食塩”を意味する ‘‘ｍｉｌｂ”が ‘‘ｍａｌｂ” になる場合 な

　ど，い くつかある。） もしくは，正則語では，“‘ａｒｄ”は ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ，　ｓｈｏｗｉｎｇ，　ｄｉｓｐｌａｙなど

　の意味があ るので 〔ＷＥＨＲ　１９７６：６０３］， この場合， 処女 で あ った ことを “示す こと” とい う

　意 味であ るのかも しれない。以上， ２通 りの解釈が考 えられるが，筆者はどちらが正 しい （ま

　たは，第 ３の解釈がある） のか判断できない。

３５）ヘ ンナの夜の際に，新婦 の入浴を手伝 う女性で あり，産婆 （ｄａｙａ）を兼ねていることも多い。

　なお，ｍａｓｈｔａの語根 は ｍａｓｈａｔａすなわち “櫛を入れ る”である。
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その際，マーシュタは彼女の両脚をおさえて，彼の手伝いをする。そして，無事に白

いハンカチに血痕がつ くとマーシュタはザガ リー トをあげ，部屋の外で待機 していた

両人の親族たちも，ザガ リー トや祝砲で祝う。血痕のついたハンカチは，ただちに人

々の間にさしだされ，新婦の父や兄弟たちは安堵の胸をなでおろすのである。以上は，

Ｆ県でえた情報であるが，筆者がＢ市 とその周辺で断片的にえた伝統的床入 り式に関

する情報 も，おおよそこれに一致する。

　筆者が ｑ県 Ｑ 郡 Ｄ村で眼にした例は次のようなものであった。行列は村を廻 り，

午後６時すぎに新居である新郎の家に着いた。興奮がさめやらぬ態で人々が入口の土

間で歌い踊 っているうちに，まず新婦が別室に入り， ５分ほどして新郎も入室 した。

それから１０分ほどすぎて，集まった人々が一斉 に歓声をあげたので見てみると，血痕

のついた２枚の白いハ ンカチがまわされており，それがひとあたりすると，女性たち

がそれを近隣…にみせにいったのである。

　娘の処女を証明する儀式がすんで，初めて彼女の家族は安心するという。このこと

は，その際に歌われる祝婚歌の一つで，次のように表現されている。

　　ｕｌｌｉ　ａｂｕｈａ　　　 彼女の親父さんに言いなよ

　　ｉｎ　ｋａｎ　ｇａｗ‘ａｎ　 腹ペコな らよ

　　ｂａ’ａ　ｙｉｔ‘ａｓｈｓｈａ　 晩飯とりなよ

　すなわち，娘の処女証明がすむまで，父親は心配で食事も喉に通 らないだろうとい

うわけである３６）。

　名誉＝恥辱という重大な価値観と密着 しているため，処女証明はエジプ トでは非常

に大きな社会的意味をもっている。そのため，その真偽をめぐって，いろいろな風評

がとびかうのも事実である。すなわち，事前 にマーシュタを買収 しておき，鶏血など

を準備させ，未経験な新郎がとまどっているうちにその血をハンカチにつけるという

ものや赤チンが利用されるという説もある。いずれにせよ，当人たちの陰でささやか

れる噂であり，面と向って主張されることはまずない。

　エジプ トの伝統的価値観 と深 く関連 しているとはいえ，今日ではＢ市 とその周辺で

は，処女証明の誇示は野卑な慣習として推判にさらされる傾向が強 くなっている。処

女性尊重の価値観は強 く主張されても，血痕のついたハ ンカチを公衆に示す慣行は稀

である３？）。特に，高学歴の者ほど，それを野蛮な田舎の悪習 として蔑視する傾向にあ

３６）実際，Ｄ 村で も，“処女証明”が無事 に済んでか ら，夕飯が出された。

３７）ヴ ィカ ンの報告 によれば，７０年前 後のカイロで は，血痕 のついたハ ンカチを公衆 に示すや り

　方 と新郎が新婦の家族に翌朝 にそれを渡すや り方 との ２通 りがあ り，彼女の判断で は，後者を

　選ぷ男性 が増える傾 向にあ った ［ＷＩＫＡＮ　 １９８０：８４］。
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る。また，いわゆるイスラーム復興運動に影響をうけている者も，このような慣習に

批判的である。先ほどふれたＤ 村の事例の場合も，アゴヒゲ　　現代エジプ トでのイ

スラーム原理主義者の記号の一つ３８｝　 をはやしていた新郎の弟は，筆者に対 し何度

も，この慣行はエジプ トの伝統的なものにすぎず，けっしてイスラーム的なものでは

ないと念をおしていた。

６） 結 婚 式 の 後

　床入り式の翌 日をサバーヒーヤ ＄ａｂａｈｉｙａまたはスブヒーヤｓｕｂ壇ｙａとよぶ。語源

は，朝を意味する§ａｂａｈであろう。この日の午前中に， ２人の両親 ・キョウダィなど

近親者が，新居を訪れ次のような挨拶をかわす。

　　客人 「ｓａｂａｈｉｙａ　ｍｕｂａｒａｋ（サバーヒーヤおめでとう）」

　　 ２人 「ａｌｌａｈ　ｙｉｂａｒｉｋ　ｆｌｋ（アッラーがあなたを祝福 して くれますように）」

　訪問者たちは，現金の祝儀 （これも ｎｕｑ‡ａとよばれる）を２人に渡す。その場合，

封筒に入れることもあれば，むきだして手渡すやり方もある。 また，９県 Ｑ．郡 ＧＮ

村などでは，新妻が接待 した食事や菓子類を運んだお盆の下にさりげなく置いていく。

なお，その日の昼食 （エジプ トでは一日で一番豪華な食事）として，新妻の母親が姉

妹たちに手伝わせて御馳走を調理 し，実家からわざわざもってくるという村 も多い。

　午後になると，親族や友人たちが訪れ，同様の挨拶をかわ し，祝儀を置いていく。

もっとも，彼らはサバーヒーヤ当日を避 け，数日おいてから尋ねるのが礼儀であると

主張する者もいる。彼 らが来訪すると，新婚夫婦は菓子類 （キャンディーやチョコレ

ー ト）や紅茶 ・清涼飲料水などを出して接待する。新婚夫婦は友人たちに家財道具を

みせ，その高価さ，品質のよさ，豪華さなどを称賛 してもらう。なかには，わざわざ

タンスを開け，中の衣装類まで示す者もいる。既に説明 したように，これ らは夫のマ

フルと妻の父の援助を資金に購入 したものである。 したがって，新婚世帯の家財道具

の立派さは，夫の経済力と妻の家族の支援 とを何よりも雄弁に物語 っているものとみ

なされるのである。客人の方 も，たとえ後で陰口をきこうと，その場では褒め言葉を

断え間なく連発するのが慣習である。

　なお，友人たちの祝儀の相場は，５～１０エジプ ト・ポンドといわれており，新婚夫

婦はそれらを精確に記憶もしくは記録 し，後ほど友人たちの祝事 （結婚，子供の出産

３８）現代 エジプ トのイス ラーム原理主義者 の “衣裳”面での特徴が，男のあ ごひげと女 の薄い色

　 のヴ ェール （嫡 乞ｂ）である点 は， 日本民族学会第２３回研究大会の シンポジウム 『文化 と政治』

　 の席で発表 した ［大塚 １９８４］。 このテーマは資料を補足 して，論文 として発表する予定である。
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な ど） の際 に同 額 程 度 の お返 しをす るの が礼 儀 で あ る。

　 サバ ー ヒーヤ の一 週 間後 をス ブ ーア （ｓｕｂＵ‘）３９）とよび ，新 居 を再 び双 方 の親 ・キ ョ

ウダ ィ が訪 問 す る。 そ の際 ，新 妻 の実家 か ら，野 菜 ， 米 ， 家 禽 （鶏 ，ア ヒル な ど），砂

糖 ，紅 茶 な どの 飲食 物 を贈 る慣 習 が あ る。 な お， Ｓ県 Ｓ村 で は ，甘 い物 （菓 子 ，チ ョ

コ レー トな ど），米 ， 家 禽 の ３要 素 を必 ず いれ る。 ス ブー ア は ， 両 家 族 だ け の集 ま り

で あ る。

３． 総 括

小稿は，主として下エジプ トＱ，県 Ｂ市 とその周辺農村の資料にもとづき， 同地域

におけるムスリムの結婚の成立過程の一般的記述 と補足的な説明とをおこなってきた。

そこで明らかになった点は，次のように総括 しうる。

（１） 同地域におけるムス リムの結婚プロセスの儀礼的契機には，順に，ファーテハ

　　式，シャブカ式，契約式，床入 り式の ４つがある。そのなかで，もっともイスラ

　　ーム色が濃厚であり，かつ法的にも一番重要なのは，契約式である。公的な結婚

　　立会人かつ登録者であるマーズーンはこの場面に関与する。彼は結婚の法的認知

　　に必要な結婚契約書の作成を指導 し，さらに，結婚のイスラーム的意義にふれる

　　説教をおこない，新郎と新婦の代理人に誓詞を述べさせる。それに対 し，ファー

　　テハ式とシャブカ式とはいわば “婚約式”である。ただ，前者が青年 と娘の近親

　　および親しい隣人 ・友人間での認知である一方，後者は物品の贈与 と祝宴の開催

　　をともなったより公式的な婚約の認知といえる。そして，床入り式は，薪郎薪婦

　　の実質的結婚生活すなわち家具類の整った新居での同棲の開始を告げるものであ

　　る。

　（２） 結婚プロセスにおいて，社会学的観点から重要 と思えるいくつかの契機 もみ ら

　　れる。たとえば，結婚の社会的認知の場である祝宴は，同時に，招待のあり方を

　　通 して家族を含む結婚当事者たちの社会関係の実態が如実に表現され，さらに，

　　その規模や費用によって彼らの経済的 ・社会的威信が試される機会でもある。ま

　　た，男性側からのシャブカやマフルの贈与，女性側からのアフシュの購入とそれ

　　を記載 した一欄表の作成，祝宴の際の楽団へのチップ，サバーヒーヤの際の金品

　　の贈り物など，現金や物品の贈答 も，結婚プロセスの全般を通 してみられる顕著

　　な特徴である。さらに，配偶者選択の際の面子に対する気の配り方や床入 り式の

３９）ｓｕｂＵ‘の名称は，明らかに７（日後）すなわち ｓａｂ‘からきている。なお，出産後７日目の

　“お七夜”儀礼も，ｓｕｂ昼‘とよばれている。
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　際の処女証明などは，彼らが常に念頭においている社会的名誉 ・恥辱観と密接に

　関連 している。

（３） 資料提示の毅階においても，シャブカやマフルの額，祝宴の催 し方などの点で，

　都市 （Ｂ市） と農村との違いが指摘された。さらに，これまで刊行されたエジプ

　 ト民族誌 との比較から，結婚成立過程のこの１５０年ほどの間の歴史的変遷および

　小稿で主 として論 じた下エジプ トとカイロ，上エジプ トとの地域的相違のいくつ

　かにもふれた。 たとえば，ここで参照 した文献の範囲では， “シャブカ”という

　語が登場 して くるのが５２年革命後であること，結婚契約をおこなうのが筆者の観

　察 した限りでは新郎本人 と新婦の代理人であるのに対し，７０年前後のカイロでは

　新婦本人も臨席 し，革命直前の上エジプ ト農村では新郎 も代理人であったことな

　どである。 しか し，この１５０年間における顕著な変化の第一は， かつては１週間

　ほどで終了 したものが，今 日では数年に及ぶことも少なくないという，ファーテ

　ハ読諦から床入 りまでの期間の長期化であろう。これらは，この時期におけるエ

　ジプ トの政治 ・経済 ・社会的諸状況の変化とも深 く関連 しているものである。

　以上のように，ここでふれた範囲においても，ムス リムの結婚プロセスは，社会学

的 ・歴史学的にも展開可能ないくつかの重要な問題 と密接に関わっている。これらの

問題の一部は，筆者が今後試みようとしている近代エジプ トにおけるムスリムの社会

と文化の考察のなかで明らかにしていきたい。小稿はそのための基礎的資料の一つを

提示 したものである。

謝 辞

小稿作成 において，編集委員会の和田正平助教授，杉村棟助教授 のお二入か ら，貴重な御批判

・御助言を賜 り，非常 に参考 にな った。特に記 して謝意を表する次第である。

補 足 資 料

　 次 に あげ るテ キ ス トは，１９８２年 ５月 ２０日 に ｑ 県 Ｂ 郡 Ｄ 村 で お こな わ れ た契約 式 の

際 の マ ーズ ー ンの説 教 お よび新 郎 本 人 と新 婦 の代 理 人 （父 ） との誓 い の言 葉 を テ ープ

録 音 し・ そ れ を私 訳 した もの で あ る。 翻 訳 に際 して， Ａｈｍａｄ　Ｎａｓｒ氏 に御 協 力 を い

た だ いた 。 な お ， テ キ ス ト中 の人 名 は ，す べ て 仮 名 に して あ る。 ま た ， ［ ］内 は筆

者 に よ る 補 足 説 明で あ る。 略 号 は ， Ｍ （マ ー ズ ー ン），　 Ｚ （新 郎），　Ｗ （ｉ新婦 の代 理

人 ）， Ｇ （参 会 者 全 員） で あ る。
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（Ｍ ） 呪 わ れ るべ き悪 魔 か ら， ア ッ ラー よ お守 り下 さ い 。慈 愛 あ まね く慈 悲深 きア ッ

ラ ーの御 名 に お いて 。世 界 の主 で あ るア ッ ラー を讃 え ，使 徒 の 中で も も っ と も誉 れ 高

きわ れ らが首 長 （ｓａｉｄｎａ） ムハ ンマ ドとそ の一 族 お よび 彼 の教 友 た ち に祝 福 と平 安 あ

れ 。

　 ア ッラー を讃 え たて ま つ る。 そ の全 能 ゆ え に崇拝 され ， そ の 恩寵 ゆえ に讃 え られ ，

そ の祝 福 ゆ え に感 謝 され るア ッラー を。 彼 こ そわ れ われ を 導 く方 で あ り，彼 の 指 導 な

しに はわ れ わ れ は正 しい道 を進 め な い。 ア ッラ ーを讃 え たて ま つ る。彼 こ そわ れ わ れ

に結 婚 を認 め ， 私通 （ａｌ－ｓｉｆａｈ）を 禁 じ られ た お方 。 い と高 き お方 ［ア ッ ラー］は ， そ

の気 高 き書 ［コー ラ ン］の 中 で いわ れ た 。

人 びとよ，われ は一人 の男 と一人の女か らあなたがたを創 り，種族 と部族に分けた。 これは

あなたがたを，互 いに知 り合 うようにさせるためである。 アッラーの御許 で最 も貴 い者 は，あ

なたがたの うち最 も主を畏れ る者であ る。［第４９章第１３節］

ま た ， い と高 き お方 は次 の よ うに も いわ れ た 。

　またかれ ［ア ッラー］があなたがた 自身か ら，あなたがたのために配偶 ［者］を創 られ たのは，

かれの印の一 つで ある。あなたがたはかの女 らによって安らぎを得 るよ う（取 り計 らわれ），あ

なたがたの間に愛 と情 けの念を植えつ けられる。本 当にその中には，考え深い者への印があ る。

［第３０章第２１節］

　 至 高 の ア ッ ラ ー は 真 実 を 語 ら れ る。

　 ま た ， ア ッ ラ ー の 使 徒 ［ム ハ ン マ ド］一 彼 の 上 に祝 福 と平 安 あ れ ４０》・　 は ， 結 婚

を 奨 励 さ れ ， 次 の よ う に言 わ れ た 。 「結 婚 を した 者 は ， そ の 宗 教 の 半 分 を 成 就 した 者

で あ る 。 残 り の 半 分 で ， ア ッ ラ ー を 畏 れ る こ と だ 。」 ま た ， 祝 福 と 平 安 が あ らん お 方

［ム ハ ンマ ド］ は 言 わ れ た 。 「結 ば れ ， 生 め よ ， 増 や せ よ 。 そ う な れ ば ， 私 は審 判 の 日

に ， あ な た が た の 創 っ た 国 を 誇 る だ ろ う。４１）」 ア ッ ラ ー の 使 徒 は ， 真 実 を 語 られ る 。

　 皆 さん ， ［私 に 続 い て ］言 っ て 下 さ い 。

（Ｍ そ れ か ら Ｇ） そ の 方 の 他 に は 神 が い な い 至 高 な る ア ッ ラ ー 永 遠 に 生 き つ づ け

る お方 に お 許 しを 乞 う 。 わ れ わ れ は 悔 い 改 め ， 彼 に 許 しを 乞 う 。 わ れ わ れ は ア ッ ラ ー

に悔 い 改 め を お こ な い ， そ の 御 許 に 戻 り ， 自分 た ち の 所 業 を 悔 い 改 め た 。 そ して ， わ

れ わ れ は 罪 業 の 道 に 再 び 戻 ら な い こ と を 決 断 し た 。 ま た ， わ れ わ れ は ， イ ス ラ ー ム の

４０） イ ス ラー ムを 論 じる際 ， ム ス リムは 公 式 的 な場 で は 必ず ， ま た 非 公 式 的 な 場 で も しば しば

　 “預 言 者” “ア ッラー の使 徒 ” “ムハ ンマ ド” な ど と述 べた 直 後 に は， “彼 の上 に 祝福 と平 安 あ れ

　 （§ａｌｌａ　ａｌｌａｈ‘ａｌａｉｈｉ　ｗａ　ｓａｌｌａｍ）” とい う定 句 をつ け加 え る こ とに な って い る 。

４１） ２つ のハ デ ィー ス の原 文 は ， それ ぞ れ 次 の通 りで あ る 。

　 ・ｍａｎ　ｔａｚａｗｗａｊａ　ｆａｑａｄ　ｋａｍｕｌａ　ｎｕＳｆ　ｄｉｎｉｈｉ，　ｆａｌｙａｔｔａｑｉ　ａｌｌａｈ　ｆｉ　ａｌ－ｎｕＳｆ　ａｌ－ａｋｈｉｒ．

　 ・ｔａｎａｋａｂｉｆ，　ｔａｎａｓａｌＵ，　ｔａｋａｔｈａｒＯ，　ｆａｉｎｎｉ　ｍｕｂａｈｉｎ　ｂｉｋｕｍ　ａｌ－ｕｍａｍ　ｙａｕｍ　ａ１－ｑｉｙａｍａ．
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宗 教 に反 す る あ らゆ る所 業 を 拒 否 した 。 わ れ わ れ は証 言 す る。 ア ッ ラーの 他 に神 は な

く， わ れ らが首 長 ，預 言 者 ムハ ンマ ドは ， ア ッ ラー の使 徒 で あ る こ とを 。

（Ｍ ） ア ッラ ーの祝 福 が わ れ わ れ の 上 に あ ります よ う に。 さあ ， あ な た が た ２人 ［Ｚ

と Ｗ ］で 言 い な さ い。

（Ｍ ，そ れ に続 いて Ｚ と Ｗ が 同時 に） こ の契 約 の 場 で は ， わ れわ れ はア ブー・ハ ニ

ー フ ァ ・ア ル・ヌア マ ー ンの 学 派 に従 い ます ４２）
。

（Ｍ ，そ れ に続 いて Ｗ ）　 い と高 きア ッラー の御 加 護 を 求 め ， ア フマ ド ［婿 の名 ， 仮

名］よ，私 は ，私 が後 見 人 とな って い る処 女 （ａｌ－ｂｉｋｒ）で結 婚可 能 な年 齢 に達 した （ａｌ－

ｂａｌｉｇｈ）わ が娘 ライ ラ ［嫁 の 名 ，仮 名 ］を お前 と結 婚 させ た 。 そ れ は，ア ッラー の書 ［コ

ー ラ ン］ と預 言 者一 彼 の 上 に ア ッラー の祝 福 と平 安 あ れ一 の ス ンナ４３》［慣 行 ］ に

基 づ いた シャ リー ア ［イス ラ ー ム法 ］ に従 った結 婚 で あ り ， われ わ れ が 同 意 した 前 マ

フル と後 マ フル に拠 った と こ ろの もの で あ る。 また ， そ れ は， ア ブ ー・ハ ニ ー フ ァ ・

ア ル ・ヌア マ ー ンの法 学 派 に基 づ い た もの で あ り， さ らに ， 契 約 と結 婚 とを正 当 な も

の と認 め るす べ て の法 学 派 に基 づ いた もの で あ る。

（Ｍ が Ｚ に向 か って） 彼 ［Ｗ ］に対 して ， ［私 に続 いて］言 いな さ い。

（Ｍ ，そ れ に続 いて Ｚ） 私 を ， あ なた が 後見 人 とな って い る処女 で結 婚 可 能 な年 齢 に

達 した あ なた の 娘 ライ ラ と結 婚 させ て 下 さい。 それ は， ア ッラー の書 と ア ッラー の使

徒 一 彼 の上 にア ッ ラー の祝 福 と平 安 あ れ 　 　のス ンナ に基 づ い た シ ャ リーア に従 っ

た結 婚 で あ り， わ れ わ れ が同 意 した 前 マ フル と後 マ フル に拠 った とこ ろ の もの で あ る。

ま た， そ れ は ， ア ブ ー・ハ ニ ー フ ァ ・ア ルニヌア マ ー ンの法 学 派 に基 づ い た もの で あ り，

さ らに，契 約 と結 婚 とを正 当 な も の と認 め るす べ て の法 学 派 に基 づ い た も ので あ る。

（Ｍ が Ｗ に向 か って） 彼 ［Ｚ］に 対 して ，言 いな さい 。

（Ｍ ，それ に続 い て Ｗ ） 私 は，私 が後 見 人 とな って い る処 女 で あ る私 の娘 ライ ラ とあ

な たを 結婚 させ た。

（Ｍ が Ｚ に向 か って） 彼 ［Ｗ ］に 対 して ，言 いな さい 。

（Ｍ ，それ に続 い て Ｚ） 私 は ，私 の 意志 に基 づ いて ，彼女 との結 婚 を 受 け入 れ ま した 。

４２） イ ス ラーム の ス ンニ ー派 に は，正 統 とみ な され る ４つ の法 学 派 （ｍａｄｈｈａｂ）が あ る 。そ れ は ，

　 ハ ナ フ ィー ， マ ー リキ ー， シ ャー フ ィ イー ， ハ ンバ リー の ４派 で あ る。 ア ブ ー＝ハ ニ ー フ ァは

　 ８世紀 に活 躍 した学 者 で ，ハ ナ フ ィー 派の 祖 。

４３） イ ス ラー ム法 （シャ リー ア） の第 １の法 源 は， い うま で もな くコー ラ ンで あ る。 そ して ， 第

　 ２の法 源 と して ， 預 言 者 の言 行 録 （ｈａｄｉｔｈ） か ら読 み と られ た ムハ ンマ ドの慣 行 （ｓｕｎｎａ）が あ

　 る。 ここで は， この ２つの 法 源 に ふ れて い るの で あ る。

３０６



大塚　 下 エジプ トのムス リムにおけ る結婚の成立過程

文 献

ACCAD, Evelyne 
  1978 Veil of  Shame: the Role of Women in the Contemporary Fiction of North Africa and the Arab 

        World. Editions Naaman. 
AMIN, Ahmad 

   1953  WItliiS  al-‘  A-  chit wa wa  al-Ta‘  cibir  al-  Mipiya. Maktaba  al-Nahcla 
AMMAR, Hamed 

   1973 (1966) Growing up in an Egyptian Village. Octagon Books. 
 ANSARI, H. N. 

   1984 The Islamic Militants in Egyptian Politics. IJMES 16: 123-144. 
ATIYA,  Nayra. 

   1982  Khul-Khaal: Five Egyptian Women Tell Their Stories. Syracuse U. P. 
BERQUE, Jacques 

   1957 Histoire sociale d'un village  egyptien au  XXeme  siecle. Mouton. 
BLACKMAN,  W. S. 

   1927 The Fellahin of Upper Egypt. Frank Cass. 
BOURDIEU, Pierre 

   1977 Outline of a Theory of Practice. R. Nice trans., Cambridge U. P. 
FAKHOURI, Hani 

   1972 Kafr el-Elow: an Egyptian Village in Transition. Holt, Rinehart & Winston. 
HILL, Enid 

   1979 Mahkama! Studies in the Egyptian Legal System. Ithaca Press. 
 I  BRAHIM, S. E. 

   1980 Anatomy of Egypt's Militant Islamic Groups. IJMES  12: 423-453. 
LANE,  E. W. 

   1978 (1836) Manners and Customs of the Modern Egyptians. East-West Pub.

日本 ムス リム協会

１９８２ 『聖クルアー ン』日本 ムス リム協会。

奴田原睦明

１９８５ 『エジプ ト人 はどこにいるか』第三書館 。

大塚和夫

１９８３ 「下 エジプ トの親族集団内婚 と社会的カテゴ リーをめ ぐる覚書」『国立民族学博物館研

究報告』８（３）：５６３－５８６。
１９８４ 「あごひげとヴェールー 『衣裳』か らみたエジプ トのイスラー ム原理主義一 」『日

本民族学会第２３回研究大会研究発表抄録』国立民族学博物館，ｐｐ・１４・９－１５０。

PERISTIANY, J. G. (ed.) 
   1976 Mediterranean Family Structure. Cambridge U. P. 

ROSEN, Lawrence 
   1978 The Negotiation of Reality. In L. Black & N. Keddie (eds.), Women in the Muslim 

        World, Harvard U. P., pp. 561-584. 
RUGH, A. B. 

   1984 Family in  Contemporary Egypt. Syracuse U. P. 
WEHR, Hans 

   1976 A Dictionary of Modern Written Arabic. J. M. Cowan (ed.), Spoken Language Service, 
           Inc. 

 WIKAN,  Unni 
   1980 Life among the Poor in Cairo. A. Henning trans., Tavistock.

３０７


